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開議 午前０９時５５分

──────────────────────────────────

◎開議宣告

おはようございます。○議長（渡邊政 君）

若干、時間前でございますけれども、皆さんおそろいでございますので始めたいと思い

ます。

ただいまから、第２日目の会議を開きます。

ただいま出席している議員は１７名であります。定足数に達しておりますので、直ちに

本日の会議を開きます。

なお、欠席議員は、１０番戸田憲悦議員であります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。○議長（渡邊政 君）

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において指名いたします。

１１番中村議員、１２番佐藤議員、１３番池田議員、以上３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 一般質問

日程第２ 一般質問を行います。○議長（渡邊政 君）

質問の通告がありますので、順次、発言を許します。

なお、１０番戸田憲悦議員から、一般質問を取り下げる旨の申し出があり、許可いたし

またので御報告をいたします。

それでは、初めに、１１番中村議員、質問者席にお着きを願います。

なお、質問は、一問一答方式でございます。

それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。○１１番（中村忠士君）

１点目ですが、最近の自衛隊の演習について質問いたします。

その第１点目でございますが、８月６日は承知のとおりに、広島原爆被爆の日でありま

す。９日は長崎被爆の日、また１５日は終戦の日であり、この時期は日本国内外のすべて

の原爆犠牲者、戦争犠牲者への慰霊と、そして反省を誓う大事な時期であります。しか

し、矢臼別演習場では、この８月６日も９日も１５日も、大型火砲の実弾射撃演習が行わ

れました。せめてこの日だけは静かに供養の時を送りたいというのが、多くの国民・町民

の願いではないでしょうか。８月６日、９日と１５日を含めたお盆の時期には、射撃演習

は取りやめるべきだと思いますけれども、町長の見解並びに今後の対応策をお聞かせ願い

たいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

まず、中村議員の御質問にお答えをする前に、戸田憲悦議員が、○町長（水沼 猛君）

一般質問を本日予定されておりました。昨日、定例会終了後、緊急入院されたということ

を伺っております。心からお見舞いを申し上げますし、また、一刻も早い回復を心から

願っているところであります。

それでは、お答えを申し上げたいと思います。

まず、この問題につきましては、役場には８月６日に抗議を含め４件の電話がありまし

た。その内容についてでございますが、「８月６日の原爆の追悼大会をやっているのに演
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習の音がしている。６日、９日、１５日は、平和のことを考える日なのに戦争の訓練をし

ていることに怒りを感じる、ぜひやめていただきたい」などの苦情の電話がありました。

早速、駐屯地総務班へ連絡をいたしたところであります。また、この際に、駐屯地に対し

ましても直接苦情の電話が入っている旨、報告を受けたところでもございます。

町といたしましても、お盆における訓練の実施については、毎年、駐屯地、北部方面本

部、北海道防衛局、また帯広支局に対し、自粛するよう要請をいたしているところであり

ますが、駐屯地からは訓練は限られた期間の中で、射撃時間等一定のルールを遵守しなが

ら、粛々と実施していると聞いているところであります。このような事情を考慮し、当町

といたしましては、お盆の時期だけでも自粛していただけるよう、今後、引き続き要請を

してまいりたいと考えているところであります。

以上であります。

１１番中村議員。○議長（渡邊政 君）

町長並びに町の基本的な姿勢については今お聞きして、引き続○１１番（中村忠士君）

き静かなお盆が過ごせるようにということで、要請を続けていっていただきたいと思うの

ですが、ちなみに２００９年、昨年とことし、どういう状況であったかということを町長

御存じだと思いますが、確認の意味でちょっとさせていただきますと、２００９年、昨年

は８月１日から４日まで、８月に入ってからの通知によるものでございますけれども、１

日から４日までは２０３ミリ等の砲撃訓練が行われたのですが、５日から８月１５日の

間、１１日間ですか、その間は演習は行われていません。これは町の働きかけにもよるも

のかというふうに思うのですけれども、ことしは８月については１５日まで、ほぼびっち

り演習が行われたということであります。つまり私が言いたいのは、２００９年のように

５日から１５日までの間、演習を休止することも可能なのであると、これが２００９年に

示されているわけですから、ぜひ引き続き静かなお盆を町民が過ごせるように要請を続け

ていっていただきたいと、こういうふうに思います。

２点目の質問に移らさせていただきます。

陸上自衛隊の北部方面隊の総合戦闘力演習が、玄武２０１０というふうに呼ばれている

のだそうですけれども、この総合演習が行われています。９月２２日までの予定であると

いうふうに聞いていますけれども、ほぼ１カ月間のこの演習の一部が、矢臼別演習場でも

展開されておるところであります。そこで、町道のすぐわきで、塹壕用のものの構築訓練

が行われたのですね。広大な演習場にもかかわらず、町道のすぐわきで、時には交通の障

害にもなるようなやり方で、つまり町道を横切ってササなどを刈り取って運ぶと、演習場

内に運ぶという、町道を横切っての作業なども行われていました。

そういうようなことで、交通の障害にもなるようなやり方で演習が行われるのはなぜな

のだろうと、広大な演習場にもかかわず、町道のすぐそば・わきで行われるということは

なぜなのだろうと、これは率直に言って疑問がわくわけですね、そういう状況がありまし

た。町民の安全で安心感の持てる通行や生活のために、町道付近での演習は避けるべきだ

というふうに思うのですけれども、町長の見解をお聞きしたいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

この件につきましては、８月２５日午前に総合政策課に、午後には管理課にそれぞれ１

回ですが、町民の方から電話で要請を受けたところでありましたので、午後から総合政策

課、管理課及び別海駐屯地の演習場管理班とともに、現地確認を行ってきております。
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現地におきましては町道西春別茶内線、これと並行して縦、約３メートル、横８０セン

チ、深さ２メートルの穴が掘られておりましたが、町道敷地外であることを確認をいたし

ております。この穴の使用目的等につきましては、中村議員もおっしゃられておりました

が、一切、我々としても把握をしておりませんが、町道付近での穴の掘削等については、

現在、実施している北部方面隊総合戦闘力演習玄武２０１０における防御陣地の構築の一

環としての訓練であると、推察をいたしているところでございます。

町といたしまして、演習場敷地内などにおける訓練内容については、町民に直接被害等

が及ぶようなことは絶対にあってはならないことと認識しておりますが、射撃時間など一

定のルールを遵守して実施されるものであれば、特に問題はないものと判断をいたしてい

るところであります。

以上でございます。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

これは町が直接運営しているものでないので、これはわからな○１１番（中村忠士君）

いというふうにおっしゃれば、それまでのことなのですけれども、広大な演習場の中でな

ぜ町道付近でそれが行われるのかというのは、率直に言って疑問であります。これは作

戦、訓練上そうなのだというふうに言われればそれまでですけれども、そこら辺でその疑

問に答えるような町の何らかの働きかけがあったのだろうかと、そこをお聞きしたいので

すね、一つは。

それから、町民に影響がないということであれば、よしとするというふうにおっしゃっ

たわけですけれども、全く影響がないわけではないわけです。そこを通る人たちが現実に

いるわけですし、先ほど言ったように、町道をまたいで作業が行われるということもあり

ます。あるいは演習で、迷彩を施した隊員が顔にもドーランを塗って、迷彩を施した隊員

が塹壕を掘っている、あるいは完全武装した隊員が、それを見守るような訓練が行われて

いると、それは町道付近で行われていると、精神的にも大変不安を感じるような状況であ

る。私もこの目で見てきましたけれども、そういうことで影響は与えないというふうに

おっしゃったけれども、それは影響を与えていますと私は思うのですけれども、その２点

どうでしょうか。

町長。○議長（渡邊政 君）

先ほどもお答えをしたのかなと思いますが、まず、この必要性に○町長（水沼 猛君）

ついては我々も詳しく訓練内容については承知しておりませんので、詳しいことは言えま

せんけれども、何らかの必要性があって多分やられていることだろうと、推測をいたして

いるところでもございます。

そして、先ほども言いましたように、町民の皆さんの安全これが脅かされるような状況

であれば、当然、我々としては強い抗議をしなければならないと思っておりますが、そう

いう状況にはないのではないかということを判断したわけでありまして、先ほどもお答え

をしたところでありますが、特に一定のルールをしっかり守られている中で行われている

ことであれば、問題はないのだろうということで先ほどお答えをしたところであります。

以上であります。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

そこは、町民に対する影響の問題では、町長はそういうふうに○１１番（中村忠士君）

とらえられておりますけれども、これはぜひ現実にそういう訓練が行われている場所に職

員、派遣したというふうに、現地確認をしたというふうになっていますけれども、それは
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そういう兵員が具体的に動いている場所を確認しているのでしょうか、それはどうでしょ

うか。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えをしますが、実際に職員、また駐屯地の皆さんと視察、現○町長（水沼 猛君）

地確認に行ったときには、その時には演習が終了しているような、動きのない状況の中で

現地確認を行った、そういうことであります。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

ぜひ現地での具体的な様子を知っていただきたいなというふう○１１番（中村忠士君）

に思います。これ以上、私、申し上げませんけれども、今後の問題もありますので、つぶ

さに現状をきちっと町としても把握する努力を続けていただきたいというふうに思いま

す。

では、大きな項目２点目の質問に入らさせていただきます。

戦争遺跡・証言等の発掘や保存について、お伺いをしたいというふうに思います。

５年前になりますけれども、平成１７年６月議会で私が、「戦争の記録とか証言、戦争

遺跡の収集・発掘・保存を進めるべきと思うが」という質問をしました。それに対して山

口教育長は、「郷土研究会などの協力をもらいながら、関係資料の収集・整理・保存を

行っていきます」と答弁されています。その後、この取り組みはどこまで進んだか、経

過、現状と課題、今後の方針と具体的計画についてお聞かせ願いたいと思います。

以上です。

教育長。○議長（渡邊政 君）

平成１７年６月議会において、中村町議より、「戦後６０年の○教育長（山口長伸君）

節目として、戦争にかかわる記録・証言の収集・保存について真剣に考える必要がある

が」との質問がありました。教育委員会としましては、その必要性を認識し、別海町郷土

研究会などの協力をいただきながら、関係資料の収集・整理・保存を行っていくと、そう

いう答弁をいたしました。

別海町における戦争遺跡や戦争史実としては、旧計根別飛行場跡の別海町本別地区に存

在する掩体壕、あるいは地域に現在も残る奉安殿、さらに空襲記録等が考えられます。こ

れらについて、別海町文化財保護審議会の中でも、話題として取り上げられておりまし

た。また、歴史を深く調査・研究している研究家も町内外におられ、個人的に資料収集し

ていることも伺っております。今後は、潜在している個人研究家が持つ資料等を顕在化

し、町として収集・整理・保存することが大切であると認識しているところであります。

そのためには、研究者同士の人的なつながりを持つ別海町郷土研究会会員の協力を得る

ことは必須であり、ぜひ協力をいただきたいと考えております。ただ、郷土研究会が現在

取り組んでいるのが、自然保全の問題、つまり風蓮湖の動植物に関する研究に集中してお

り、その進捗状況を見ながら協力を求めたいと考えております。

戦後６５年を過ぎ、緊急な課題として考えられるのは、戦争等を体験した方々が高齢に

なり、体験者の証言などを今、残さなければ消えてしまうことであります。その体験など

を記録として残す手段として、西公民館では、「西春別平成寿大学」の中で、在学生によ

る「私の伝えたいこと」と題した意見発表会を平成１８年度に計画し、その後１９年度、

２０年度と続けてきております。開拓の歴史や悲惨な戦争の足跡を、高齢者である学生み

ずからの実体験として物語る貴重な史実として、記録できるものであります。また、機会

があれば、次世代の子供たちに聞かせることができることから、今後も広くほかの寿大学
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の中でも実施するよう考えております。将来的には、発表記録を集大成し、別海叢書の発

刊を予定しております。

いずれにいたしましても、開拓の歴史や悲惨な戦争の証言や体験談など、諸先輩の記憶

として残っているものを聞き出し、記録として残すことは急を要することであります。郷

土資料館や公民館等で取り組みを進めてまいりたいと考えております。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

教育長の今の御答弁をお聞きして、一定のこの時期どうしても○１１番（中村忠士君）

進めなければいけないという決意も含めて伝わってまいりましたので、ぜひ進めていただ

きたいなというふうに思いました。とりわけ別海叢書の発刊を目指すのだという明確な目

標も、今、提示されましたので大変力強く思います。

少し具体的な問題でお聞きしたいと思うのですけれども、５年前の６月議会で教育長が

こういうふうにもおっしゃっているのですね。戦時中を含む郷土資料として、個人等から

当時使用していた必需品の寄贈をいただき、郷土資料館に保存していると、あるいは郷土

研究会から資料提供などもいただいている。さらに、当時を知る方々に集まっていただ

き、座談会を行ってカセットテープに保管ている。これは終戦６０年を記念して、そうい

うことをやったと、座談会をやって、それをカセットテープに保管しているというふうに

おっしゃっていました。今の御答弁を聞くと、その後も幾らかの収集が行われているとい

うふうにおっしゃったというふうに思うのですけれども、そういうもののカセットテー

プ、５年前のカセットテープも含め寄贈いただいたものの含めて、保管はどういうふうに

なっているのか。郷土資料館の中にどの程度、保管の状況がどういうふうになっているの

かというのを少し心配であります。そこら辺で、状況がどうかということをお知らせ願い

たいと思いますが、わかっている範囲で。そして保管にはいろいろ湿度の関係とか、ある

いは一番おそろしいのは湿気から守っていくということだと思いますけれども、あるいは

ほこり等から現存しているものをちゃんと保管するというもの、それからカセットテープ

についても保管をしっかりしないと劣化しますから、そういうようなことで、かつて収集

したもの、あるいは近い期間に収集したものの保管というものを具体的にどう考えている

か、ちょっとお聞きしたいと思います。

教育長。○議長（渡邊政 君）

ただいまの御質問にお答えいたします。○教育長（山口長伸君）

保管というのが、非常に難しい状況にあるのは確かです。つまり湿度とかあるいはほこ

りだとか、そういうことを考えますと、なかなかきちっとした保管場所がないというのも

現状です。ですから、それぞれの箇所で、できるだけ大事にしているということしか申し

上げられません。つまりカセットテープ、あるいは８ミリのフィルム、こういうものはど

んどんどんどん劣化しておりますので、今、時には個人の力をお願いして、そういうもの

をもう一度ＶＴＲにＣＤに取り込んだり、そういうことを進めているところですが、これ

をこうしなければならないというきちっとした法則といいますか、約束事みたいなものが

余りないですので、正直なところ。ですから、個人の力、あるいは郷土資料館とか図書館

とか、そういうところに静かに眠らせているというようなそういう状況であります。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

早急に、それほど手間はかからないと思うのが、デジタル化で○１１番（中村忠士君）

ありますね。アナログのテープレコーダーのテープについてもデジタル化、これはそんな
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に手間かからずにやれると思うのですよ。あるいは写真なども、放っておけばどんどん劣

化しますから、これをデジタル化すると。デジタル化する際にも、バックアップをしっか

り考えれば、劣化にも対応できるというふうに思いますので、ぜひやれるところからデジ

タル化も進めておられると思うのですが、少し力を入れていただきたいというふうに思い

ます。

それから、別海の沿革史、旅路という本が労作としてつくられていますけれども、これ

を見ると、戦争遺跡が具体的に記述されています。例えばで言うと、本別海の稲荷神社境

内に忠魂碑があるとか、それから北鳴地区に朝鮮道路というふうに呼ばれているそういう

道路があるとか、あるいは先ほど教育長がおっしゃられましたように、旧陸軍のいわゆる

計根別飛行場群の跡、それから先ほどおっしゃられた忠魂碑、それから西春別神社境内に

慰霊碑があるとか、あるいは軍馬補充部の根室支部跡に土地の境界線標識などあるとかと

いうことが、これに書かれております。せめてそういうものの保存というか、なかなか難

しいところもあるのだと思うのですが、ここに書かれている戦争遺跡については保存する

のだというような、せめてそういうことを具体的に進めることができないかというふうに

思うのですが、いかがでしょうか。

教育長。○議長（渡邊政 君）

今、中村議員御指摘の旅路の冊子なのですけれども、それは楢○教育長（山口長伸君）

山満夫さんが個人的に資料収集して発刊したものです。もちろん教育委員会、あるいは図

書館にも寄贈されておりますので、大事に保存されておりますけれども、非常に別海町

隅々まで調べた労作だととらえております。問題は、今の遺跡の保存の件ですけれども、

中には個人の所有地、つまり前に答弁しましたけれども、掩体壕は今、個人の所有地です

ので、あくまで個人の持ち物として、それを壊してしまうと言ったら変ですけれども、し

まわれたらそれでおしまいだと、そういうようなとらえ方をしています。公用地にあるの

であれば、ある程度の保存はできるかと思いますが、そういった点でちょっと難しい部分

があるのではないかと考えております。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

個人の所有地であると、なかなか難しいという御答弁でした。○１１番（中村忠士君）

それはそのとおりだなというふうに思います。その土地を持っておられる方に、いろいろ

な考えがおありでしょうから、それを度外視して、大事だからどうこうするというふうな

ことにはならないだろうというふうに思うのですけれども、ぜひ町なり教育委員会の姿勢

というものは伝えるべきではないかというふうに思います。せめてこういうふうに考えて

いるのだけれども、どうだろうというようなことは、やる気になればお金かからずにやれ

ることだと思いますから、姿勢だけでもお知らせして相談するというようなことはできな

いかということをまず一つ、提案させていただきたいと思います。

それから、なかなか及ばないのが、北鳴地区に朝鮮道路と呼ばれる道路があると、それ

からそういう意味では計根別飛行場群の建設にかかわっては、多くの朝鮮の方々が半ば、

多分、強制労働という形で従事させられたのだというふうに思いますけれども、朝鮮の

方々、それから民族的に差別されていたアイヌの方々が、戦争中に大変苦労されていると

いうようなことに関して、この別海町で何が起こったのか、そういう方々、非差別の方々

がどういう処遇をされたのかというようなことも、きちっと保存する必要があるだろうと

いうふうに思うのですが、その２点についてどうでしょうか。
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教育長。○議長（渡邊政 君）

中村議員御指摘のお金をかけずにやれること、これはすぐでき○教育長（山口長伸君）

ます。金をかけないでやること、これはお約束いたします。

次に、北鳴の朝鮮道路とか、あるいは計根別飛行場の朝鮮民族に対する差別的な強制労

働とか、そういった面については私もいろいろなところで聞いておりますが、それをまと

めた本というのはまだ見たことがありません。この辺については、やはりその地域に住む

古老という言い方はちょっと失礼かもしれませんけれども、老人に聞き取り調査をするし

かないのではないかと思います。つまり、先ほどの歴史の掘り起こしといいますか、そう

いったことも含めてやっていけるところから進めていきたいと考えています。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

５年前から見て、計根別飛行場の建設の現場を見ている方々と○１１番（中村忠士君）

いうのが、私の知っている限りで２人か３人ぐらい、この５年間で亡くなっているので

す。本当に詳しく知っている方が、そういう形で御高齢で亡くなられるという状況になっ

ています。先ほど、教育長が、今、急いでやらなければいけないというふうにおっしゃっ

たので、私もそこに期待を持つわけですけれども、本当に今やらなければ亡くなるという

状況ですので、急いでいただければなと思います。

この件について、最後の質問ですけれども、郷土資料館の果たす役割というのは、非常

に大きいというふうに思いますね。そこで教育委員会が発行した平成２１年度の事務の点

検及び評価報告書、これ本当にすばらしいなと思うのですよ。こういうふうに自己点検さ

れているということは、すばらしいことだというふうに思うのです。これちょっと中身見

させていただいたのですけれども、郷土資料館に関することについて報告が載っていま

す。郷土資料の収集・整理・保存・調査研究、あるいは歴史や自然に関する調査研究とい

うものが、多少不十分なところはあるけれども、進んでいるよという報告です。これを見

ますと。ただ、後顧資料や加賀家の文書に関する事項が中心になっているのですね。今、

急いでやらなければいけない戦争遺跡等の、あるいは証言等の収集に関しては、ちょっと

が手がついていないのではないかと、この報告を見る限りは、重点的にはなっていないの

ではないかという気がします。

そこでぜひ平成２２年度は、そこもやったよというふうな評価ができるようにしていた

だきたいということと、郷土資料館については建て直しの計画もあるようでございまし

て、それが今、計画の具体化というか、そういうものがどの程度になっているかというこ

とを最後にお伺いします。

教育長。○議長（渡邊政 君）

平成２１年度の事務点検評価報告書に対しての御質問ありまし○教育長（山口長伸君）

た。

確かに、内容的には加賀文書館、そして後顧資料についての研修、その報告が多かった

と思います。今、急がなければならない古老からの聞き取り、これを平成２２年度の目玉

に据えていきたいと考えております。ただ、人数的に１人しか正直なところおりませんの

で手狭です。非常に苦しいところがあります。これについては、やっぱりボランティア、

あるいはほかの郷土研究会にもお願いして、少しずつできるところから進めてまいりたい

と考えております。

もう１点の郷土資料館の建て直し計画、これまだ具体化にしておりません。長期の計画
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によりますと１０年後、ことしですから９年後ぐらいにはということで、少しずつどんな

ものを建てたらいいのかということで計画しております。けれども、今、豊原小学校・美

原小学校が廃校になりまして、その跡地を分館として活用していきたいというところまで

は話が進んでおります。ですから、豊原小学校には、あそこには結構、豊原地区の開拓資

料が残っておりますので、それと合わせて分館的な物の考え方をしているところです。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

繰り返しになりますけれども、教育長並びに教育委員会の活動○１１番（中村忠士君）

に期待をして、この件での質問終わらせていただきます。

３点目の質問に入ります。

教職員健康診断で起こった問題についてでありますが、ことしの教職員の健康診断にお

いて、西部地域では例年、午前１０時半ころに終了していたものが、昼過ぎまでかかると

いう状況が起こっています。通告では、またその後というふうに通告してありますけれど

も、その後というのは、これを入れると前後関係が不正確になりますので、その後という

言葉を取ります。また、教職員のカルテが、教育委員会の棚に無造作に置かれていたとい

う事態も発生しています。

これは一例なのですけれども、最近、教育委員会の事務的な不手際が目立つという声

が、現場から聞こえてきます。これは単に個人的問題ではなくて、職員構成や連絡・伝達

体制等に問題があるのではないかと推測されます。職員の数が減っている等の関係もある

のかなというふうに思います。そういう事態が起こっていることに関して、教育長の見解

並びに今後の対応策についてお聞きしたいと思います。

以上です。

教育長。○議長（渡邊政 君）

中村議員の質問についてお答えをいたします。○教育長（山口長伸君）

まず、事実確認でございますが、教職員健康診断の巡回検診は、社団法人日本健康倶楽

部北海道支部と契約し、７月２６日と２７日の２日間にわたって実施いたしました。２６

日は、上西春別小学校を会場とした西部地区、そして次の２７日が別海中央小学校を会場

として中部・東部地区の教職員を対象として実施しました。なお、都合により受診できな

いほかの市・町の教職員も対象となっております。

今回、西部地区では受診者１０６人で、そのうち中標津町の教職員が１５名、根室市の

教職員が４名含まれておりました。午前７時から検診を開始し、午前１０時３０分ころ中

標津町の教職員５名が入り、１１時ごろ終了したとの報告を受けております。例年より受

診者が多く、１５分から３０分程度、終了時間が延びたものと思われます。

次に、カルテの件でございます。これは教職員健康診断受診票を各学校に配付する際、

７月２１日に各学校の公務補を対象とした会議を開催いたしました。この会議終了後に、

自分の学校の教職員の受診票を持ち帰ってもらうため、学校ごとに受診票を封筒詰めして

棚入れしたものです。なお、会議に出席できなかった学校へは、別便で送付いたしまし

た。

検診結果については、つまり中村議員のおっしゃるカルテですけれども、これは個人情

報ですから、検診機関から送られてきた受診者の結果票を各学校へ送付しております。

以上が、教職員健康診断の様子でございます。

また、職員の事務的な不手際があるとすれば、早急に是正いたします。中村議員御指摘
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の学校教育・社会教育・社会体育等いろいろな現場からの声には、これを真摯に受けとめ

てまいります。

さらにホウ・レン・ソウ、つまり報告・連絡・相談の徹底を職員に再度確認するととも

に、管理職には、より効果的な連絡・伝達体制を構築するよう指示をしてまいります。そ

してまた、学校現場で教育委員会の事務的な問題や、それ以外でもおかしいのではないか

ということがあれば、どしどし提言してくれるよう先日の校長会議、あるいはきょう行わ

れております教頭会議でもお願いしているところでございます。町の機構改革や職員の人

事異動により人はかわります。職員には引き継ぎ事項を遵守するとともに、先例主義に陥

ることなく、改めることは改め、より効率的で現場に温かい仕事をする指導をしてまいり

ます。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

少し事実の点で、認識上にちょっとずれがあるようですけれど○１１番（中村忠士君）

も、例年だと１０時半ころ終了していたと。例年より少し人数が多いのだという説明があ

りましたので、多少延びるということはあり得るのかなというふうに思いますけれども、

その範疇を超える程度に延びたというのが、現場からの声であります。そこら辺で、少し

事実認識の違いが出てきているのかなというふうに思うのですが、具体的に受け付けの方

法についてもいろいろな意見が出ております。いつもだときちっと説明してくれるのに、

今回、説明がなかったというようなこともあるようです。それで受診される方に戸惑いが

生じたというようなことが、現場で起きたという話を聞いております。

これは個人の資質という問題よりも、教育長自身おっしゃられたけれども、いろいろな

伝達系統の不備等が、そこであるのではないかというふうに思います。総体的なことにつ

いては、また後で申し上げますけれども、そこのところで事実認識がちょっと違うのだと

いうふうになっては平行線ですから、受け付けのそういう問題もあったということをひと

つお話をしておきたいと思います。

それから、事実の問題としては、健康診断の先ほどカルテを結果票というふうに教育長

おっしゃったけれども、カルテというのは事前に配られるものですから、そういうふうな

ことで、それが棚に置かれていた。カルテがなかなか来ないので、どうしたのかというこ

とを教育委員会に問い合わせたところ、棚にあるというふうな返事があったというのは、

複数の学校から報告されています。

そういうことで、棚に置かれているという状態が、本当にいいのなかという疑問が起き

ます。カルテ自身にも個人情報が入っていますから、まだ、検診されていませんから、検

診内容は書いていないけれども、既往症とか昨年のデータとかそれに書いてあるわけです

から、やはり無造作に置かれていていいのかなというふうな感じがします。

そのほかの点でちょっと申し上げたいというふうに思うのですけれども、これは特別支

援学級にかかわることで、現場から上がっている声をちょっと申し上げます。就学指導委

員の任命・委嘱についてでありますけれども、この指導委員は任期が２年であります。そ

れが切れた後、何も言ってこないので問い合わせたところ、私はもう任期が切れたので

しょうかと。もう委員としては役割はないのでしょうかというようなことで問い合わせた

ところ、４月に任命されたことになっているという返答だったというお話です。本人が知

らないうちに任命されていたということになるのではないかと、こういう状況というのは

なぜ起きるのだろう。
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それから、適正就学にかかわる調査でありますけれども、これは場の変更、要するに場

の変更というのは交流学級、いわゆる親学級とか普通学級と言われているそういう場で学

習するのがいいのか、特別支援学級で学習するのがいいのか、その変更についてそれぞれ

毎年やるわけですね、その変更についてやるわけです。その調査が例年より大変おくれて

いるというようなこともあるようであります。そういうふうに幾つか具体例が出ています

から、体制的にどこか手直しする必要があるのかないのかということでお聞きをしたいと

思います。

中村議員に申し上げます。今の具体例が出されたのは、健康診断○議長（渡邊政 君）

とは関係ない部分もありましたので、伝達や体制のことをお聞きなのですか。教育長、

さっきお答えしましたが、もう１回いきますか。

教育長。

カルテの件については、教育委員会で認識しているのと大分ず○教育長（山口長伸君）

れがあるようです。これについては、もう一度、再調査したいと考えております。

ただ、今の特学とあるいは場の変更については、校長が必ず言ってくるべきことなので

すけれども、その辺の苦情といいますか、まずないと。

それからもう一つは、４月１日の採用というのは、変な言い方ですけれども、４月１日

にそういうことをするのが本当なのですけれども、現実的には４月１日はできませんの

で、現実的にはできません。つまりかわったばかりですから。それで大体、今ぐらいの時

期になって、また、ことしもお願いしますというような感じでやるのが毎年の例です。遅

すぎると言えば遅すぎますが、任命の件については割と遅い判断をしておりますので、と

言うのも、この辺についていろいろと御異議があるかと思います。正すべきところはき

ちっと正していきたいと考えています。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

その伝達、教育委員会の体制の問題で、教育長として正すべき○１１番（中村忠士君）

は正すというふうに言明されましたので、それに期待というふうに思うのですけれども、

大変、今、教育現場は忙しくなっています。調査が本当に多くなっているということも聞

かれます。締め切り直前になって調査用紙が来ることも最近多くなっていると、こういう

現場の声もあります。

そこで体制の問題で具体的に、例えば経理の方が１年でかわるとか、そういうふうに担

当が短期間でかわるというようなことが、一つの滞る原因になってないでしょうかね。そ

ういうような人事といいますか、ある程度仕事になれるという方が、なれた段階で別な部

署へ行くというようなことが、滞りの一つの原因になっているのではないかというふうに

推測されるのですが、それはどうでしょうか。

中村議員、ちょっと忠告で。具体的に人事のことまでは踏み込ん○議長（渡邊政 君）

でないと思うのですが、恐らく所管では答弁用意しているかどうかわかりません。教育長

の所感を聞きたいのですか。（「そうです」の声あり）教育長、大丈夫ですか。

教育長。

学校現場は、いつの時代も忙しいです。学校現場でなくても忙○教育長（山口長伸君）

しいです。と言うのも、最近は特にメールが、いろいろなメールがあらゆるところから

入ってきている時代で、なかなか文章をしっかり読む時代ではなくなってきているような

気がします。そういったことから、いろいろと意思疎通の図れないことが時々あります。
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それから、今、中村議員御指摘の経理が１年でかわる、これはあり得ます。毎年のよう

にかわる学校もあります。教頭先生のいない学校、事務職員のいない学校もあるわけです

から、そういう現実は知っているかと思いますが、そういった意味で忙しさを理由にして

はいけません。私はそう思います。やっぱりそれは組織ですから、それぞれの立場で、そ

れぞれ助け合っていくのが学校ではないかというふうに考えておりますので、決して忙し

さを理由にして、ミスが起こったというふうには考えていません。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

最後になりますけれども、少し私が申し上げたのとちょっと違○１１番（中村忠士君）

う受け取り方されたようですので、経理がかわるというのは、教育委員会の体制の問題で

申し上げたのです。一つの例ですけれども、そういうようなことで伝達等、教育委員会の

体制の問題として考えていただくべきところがあるのではないかという申し上げ方をした

ので、その点についてもう一度お願いします。

教育長。○議長（渡邊政 君）

人事は、適材適所です。ですから、決してその職員がかわった○教育長（山口長伸君）

からといって、確かになれない面はあるでしょう。けれども、１カ月、２カ月たって必ず

できる職員になります。そこまで温かい目で見てやってください。

以上です。

中村議員。○議長（渡邊政 君）

教育長、あるいは教育部長の部下を思うそういう気持ちには、○１１番（中村忠士君）

敬意を表したいというふうに思うのですけれども、学校現場の状況をるる申し上げました

けれども、そういう状況もあるのだということをひとつ酌んでいただいて、教育長おっ

しゃられるとおりに、正すべきところは正してスムーズな教育行政が行われるように期待

をいたしまして、私の質問終わります。

以上です。

以上で、中村議員の一般質問を終了いたします。○議長（渡邊政 君）

ここで１０分間休憩をいたします。

午前１０時５２分 休憩

──────────────

午前１１時０２分 再開

休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。○議長（渡邊政 君）

次に、９番戸田博義議員、質問者席にお着きを願います。

なお、質問は、一問一答方式でございます。

通告に従いまして町の防災対策について、これ１本で１時間まい○９番（戸田博義君）

りたいと思いますけれども、最近は、答弁のほうがちょっと長いというような、議員の中

でそういう意見もあるようでございます。ひとつ答弁は、簡潔にお願いをしたいと思いま

す。

それでは、町の防災対策について、これから始めたいと思います。

国の地震予知委員会では、この地方はいつ起きてもおかしくない千島海溝周辺海域のマ

グニチュードは８以上であろうと、こういうふうに発表されてございます。５００年に１

度の大地震が来ると、こういうふうにはっきり言われているわけでございます。十勝沖や

宮城県沖地震など、日本海溝、千島海溝周辺で発生が予想される海溝型大地震に備えるた

め、平成１６年３月２６日には、日本海、千島海溝周辺海溝型法が成立し、別海町ではそ
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れに伴い、防災対策への本格的な取り組みが行われてきました。

別紙にございますけれども、各防災センターの建設、別海町防災無線、それとハザード

マップの作成、これにつきましてはしっかりとしたシミュレーションのもとにつくられた

ものでございまして、それを見ましても私も満足しているところでございます。

平成１８年１０月には、まだ記憶に新しいものでございますけれども、爆弾低気圧によ

りまして海岸地域は高潮による越波で、住宅の床上浸水等６０１件の大きな被害が出まし

た。今年２月２７日の南米チリでは、マグニチュード８.８の巨大地震が発生、ほぼ１日

たって日本の太平洋沿岸に津波が到来したわけでございます。チリから１万７,０００キ

ロ、大体時速８００キロ程度で、日本の裏側から巨大地震によりまして津波が来たわけで

ございます。

この巨大地震で、地球の自転速度がわずかに増したと言われており、１日の長さが１０

０万分の１秒ほど短くなり、地軸も約８センチ移動したというふうに言われてございま

す。この２月２７日ですから、２８日になりますか、こうした災害から身を守るため、町

でそれぞれ避難勧告も出して警戒に当たったわけでございますけれども、避難、または港

での船舶の移動にも、反省点があったというふうにお聞きしているところでございます。

こういう中で、反省・検証を含めた今後の課題について、町民の生命・身体及び財産を災

害から保護するため、本格的な取り組みが今求められているところでございます。

それでは、(1)の反省点と検証について。今年２月２８日の避難勧告での反省点はどう

いうものがあったのか、お願いをいたします。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

戸田議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

まず、答弁が長いという前段のお話がございましたので、短く回答をしたいと思います

が、この２月２７日のチリ沿岸地震発生時の津波警報、これに対しまして町は避難勧告を

行っております。

まず、このときの経過を多少説明させていただきたいと思いますが、２月２８日午前９

時３３分に、太平洋沿岸部を中心に津波警報が発令されました。本町でも２メートル程度

の津波が予想されましたので、同時刻に住民等に対し、防災行政無線によりまして、津波

警報発令と避難勧告を行ったところでございます。

また、災害対策本部を設置いたしまして、情報収集や対応について確認を行い、沿岸地

域においては住民の皆様や観光客、釣り人等に対して広報車、あるいは消防車両により津

波警報発令及び早急な避難の呼びかけを行いながら、床丹、本別海、こちらにつきまして

はまだオープンしておりませんでしたけれども、本別海の避難所、それから走古丹の避難

所においては、保健師を含む３名の職員を派遣をいたしまして、また、尾岱沼地区におき

ましては診療所に協力を要請し、午前１１時には避難態勢が確立したところでございま

す。

津波につきましては、午後１時４７分に花咲港で第１波を観測し、午後４時３０分ころ

には本別海潮位観測局で、また、午後４時４０分ころには尾岱沼潮位観測局でも、津波と

思われる波形を観測しておりました。その後も３月１日かけて潮位の変動が続いておりま

したが、同３月１日午前１時７分に津波警報が解除されたことを受けまして、午前１時１

５分に避難勧告を解除するとともに、災害対策本部を解散したところでございます。この

間、避難された方々にとりましては、長時間にわたりつらい思いもされたことと思います

が、各避難所に備蓄しておりました非常食の対応により、何とか事なきを得たと判断して
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いるところでございます。

戸田議員の御質問の反省点につきましては、４点ほど反省点としてとらえております。

まず１点目でございますが、２月２８日１０時０４分ころから行われた国道２４４号線の

交通規制でございます。この点につきましては、尾岱沼側での規制開始箇所において、通

行や帰宅を望む方々と警察官とのトラブルがあったというものでございまして、規制開始

箇所や時間について改善すべきと、判断しているところでございます。

また、尾岱沼の避難所につきましては、支所の職員の対応としておりましたけれども、

支所の職員のみでは、災害時の対応に支障があるということも判明をいたしましたので、

本部からの人的支援の必要性も反省点の一つとなっているところでございます。

また、３点目につきましては、議員の質問にありましたように、漁船の避難状況こちら

につきましても、野付・別海両漁協合わせて約７０隻が沖合へ避難したと報告を受けてお

ります。しかしながら、一部の漁船が自船の判断において、港内で待機をしていた状況も

あったことを確認しております。

最後の１点でございますが、やはり避難率の問題でございます。これにつきましては、

本町だけの反省点ではないと思いますが、避難勧告を行っても実際に避難された方が約３

割、３割程度と低かったことでございます。幸いにして、この津波警報発生時における人

的・物的被害はありませんでしたが、災害は予想を超えた部分で発生するものでありまし

て、改めて住民の皆さんへの津波への危機意識高揚に努めなければならないと考えている

ところでございます。

以上でございます。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

反省点が四つほど出ましたけれども、これは別に町の責任がどう○９番（戸田博義君）

のこうのということではございません。やはり漁船のほうも、言ってみれば避難した船も

いるけれども、港に係留した船もいる。それぞれの命ですから、財産ですから、判断する

のが私は当たり前だと、こういうふうに思っているところでございますけれども、若干、

船舶関係につきましては、前向きな姿勢で考えなければならないということがございま

す。

まず、どこへ避難したらいいのか、避難しないほうがいいのか、これは言ってみれば漁

船の船長が判断することですけれども、なかなかその点はわかっていない。根室のほうに

逃げればいいのか、巽の沖に出ればいいのか、そこら辺の問題点があるわけでございま

す。海岸からちょうど１２キロ離れたところに巽の瀬というのがございまして、この前の

１９６０年、昭和３５年５月２４日のチリ地震では、海岸から１２キロ離れた巽の瀬のぶ

つかった波が見えたと、こういうことでございますから、１２キロ離れたところから波が

見えるというのは、本当に何十メートルの津波であったろうと。もちろん野付湾は、水は

一滴もなくなりました。大変な津波でございましたけれども、被害はそれほどなかったわ

けでございます。

こうした船舶の避難につきましては、今後の課題として発生時間や規模により違うと、

私は思っているところでございます。こうした問題を解決するため、その道の専門家の意

見を聞くための研修会と漁船の避難ルールの作成、津波による漁業者の人命と財産を守る

ことが防災の役割でないでしょうか、これらについて町として指導をどのように考えてい

るか。ある市町村では、平成１８年から、それぞれ避難ルールをつくって、どこの地域は

何メートルの時はどこへ逃げると、こういうことでずっと続けて訓練もやっている市と漁
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協もございます。実際に、その書類も私、送ってもらいましたけれども、なかなか立派な

ものでございまして、本当に津波の恐ろしさを知っている、知らされたというふうに思っ

ているところでございます。この件について、どのように考えるか、お答えをお願いいた

します。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

この４点の反省点につきましては、ある程度、改善されてい○総務部長（小守 正君）

る部分もあります。ただいま、船舶の避難につきましては、町の防災計画の中で人的な部

分かなりウエートを占めておりまして、船舶の部分につきましては、今後、両漁協と協議

をしながら対応策等、検討していきたいというふうに考えております。

以上です。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

それでは、②の道内２６市町の避難率は、全体で６.５％と発表○９番（戸田博義君）

されてございます。別海町は２９.２％でございました。その後、町で調査をしたという

ことをお聞きしてございますけれども、その結果についてお願いをいたします。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたします。○総務部長（小守 正君）

本町の津波避難勧告を行いました対象者につきましては、平成２２年１月３１日現在で

３４７世帯、１,３１０人となっておりました。避難人数につきましては、最大時こちら

については午後４時になりますけれども、午後４時時点で４０４名となっておりまして、

避難率は３０.８％ということで、町のほうで把握をしたところでございます。

以上です。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

次の③でございますけれども、各町内会が防災組織をそれぞれ自○９番（戸田博義君）

主防災組織という形でつくっているわけですけれども、当日、どのような動きをしたのか

お答えを願いたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

自主防災組織の動きということでございますが、自主防災組○総務部長（小守 正君）

織の皆様方につきましては、津波警報と避難勧告発令後の９時４０分、走古丹・床丹の自

主防災組織の会長さんへ、地域防災センターの開設・オープンを依頼するとともに、１０

時には本別海の、まだこの施設、本格的なオープンしておりませんでしたけれども、こち

らの防災センターを避難施設として使用する準備、あるいは本別海の自主防災組織の会長

さんへ、この準備につきましては職員がこちらから向かっております。それとあわせて、

本別海の自主防災組織の会長さんのところへ、オープンに向けての連絡を入れたところで

ございます。

また、尾岱沼地区につきましては、１０時１０分に支所長に連絡を入れ、避難施設の開

設依頼を行いまして、それぞれの地域の自主防災組織の皆様方へ、連絡と協力によりなが

ら、午後１１時には避難場所開設等の体制が確立されたところでございます。

このほか避難者の方々に対する昼食と夕食の２回にわたる食事の用意、あるいは避難者

の方々のお世話等につきましても協力をしていただいたところでございまして、改めて感

謝を申し上げたいと思っているところでございます。

以上です。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）
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今、部長のほうから言われましたけれども、私も尾岱沼支所のほ○９番（戸田博義君）

うに１日いっぱいいたわけでございますけれども、自主防災組織の連合町内会の会長も１

日いっぱい支所に詰めていたと。そしていろいろ電話をしたり何かしまして、ある程度、

自主防災組織も動いたのかなと、このように思います。まだまだ言ってみれば、今、テレ

ビで盛んにやっておりますけれども、来る前のひとり暮らしの人、また歩けない人、寝た

きりの人、そういう人方を今後どうしていくのかというのが、大きな問題点として浮き上

がってくるものと思われますが、その件につきましては答弁は要りません。

そこで、この三つの中で総合してお聞きしたいことは、町は避難指示・勧告についてど

のような認識をしているのか、これは町民にもなかなかわかりにくいことではないかなと

いうふうに思っております。私も何回も聞かれたことあるのですけれども、勉強不足か明

快な答えは出なかったと、こういうこともございます。これにつきまして町はどんな認識

をしているのか、お答えを願いたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

避難勧告と避難指示の関係でございますが、別海町地域防災○総務部長（小守 正君）

計画の中の避難救出計画として、町長は、災害体制基本法、あるいは水防法の規定に基づ

きながら、災害の危険がある場合に必要と認める地域の居住者・滞在者・その他の者に対

し、避難のための立ち退き勧告、あるいは指示をし、立ち退き先を指示するとともに、避

難所の開設、被災者の収容等を行い、速やかに知事に報告することとしております。

そして、この避難勧告でございますが、避難勧告につきましては、その地域の居住者等

を拘束するものではないが、居住者等がその勧告を尊重することを期待して、避難のため

の立ち退きを進め、または促す行為をいうということで規定をしております。また、避難

指示につきましては、勧告よりも拘束力が強く、被害の危険が目前に切迫している場合に

発せられるということで区分をしているところでございます。

もう少し簡単に言いますと、避難勧告は居住者等に立ち退きを進めまたは促す行為、促

すための行為でございます。避難を強制するものではありません。避難指示は、居住者等

を立ち退かせるたの拘束力を伴う避難勧告よりも拘束力が強くなりますが、指示に従わな

かった方に対して、直接強制までは行われません。このような行為となります。

この避難勧告と指示につきましては、強い地震や大火災、河川の洪水などによる被害が

発生するおそれがある場合に、町長の判断により行われるところでございます。しかしな

がら、特に津波につきましては、対応対策計画の中でその基準を明確にしておりまして、

避難に当たっては町長は時期を失しないように、速やかに避難の勧告または指示を行うも

のとしておりまして、災害時要援護者を優先的に避難させるとともに、危険区域内の全住

民を避難させるものとすることとしております。

そして、気象庁による津波警報、こちらについては予想される津波の高さが１メート

ル、あるいは２メートル、これらが発令された場合には避難勧告、そてし大津波警報こち

ら予想される津波の高さが３メーター以上になりますが、こちらが発令された場合には、

直ちに避難勧告または避難指示を行うこととしているところでございます。

災害は忘れたころにやってくると言いますし、いつも自分たちの予想を超えたところで

発生しております。このぐらいなら大丈夫だろうとか、あるいは自分でこれは大丈夫だと

いうような自己判断はしないで、避難勧告、あるいは指示があった場合には、ぜひ避難所

への避難をお願いしたいと考えております。

このような場合には、当然、自主防災組織の皆さん方と協力をし合って、確認し合いな
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がら、指定の避難場所へ避難をお願い申し上げたいと思いますし、町といたしましてもこ

れからも広報等を通じながら、防災対策への積極的なＰＲに努めたいと考えているところ

でございます。

以上です。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

総体的に今言ったことを短く言えば、避難指示・勧告がともに災○９番（戸田博義君）

害対策基本法に基づきまして、市町村長が判断するが強制力はないのだと、こういう内容

だったと思います。今、聞きまして、その内容そのものは御理解をしました。

次に移りたいと思います。

(2)の防災計画でございますけれども、昔から言われていることわざに、地震雷火事親

父というのがございます。私、釧路の気象台に、このことわざはもちろん地震が火事とか

すべてのものを起こす、津波もそうですけれども、次に雷、その次は火事だと、この親父

については、ちょっと現代風に合わないなということを思って釧路の気象台に聞いてみま

したら、その道の人は、昔は親父だったけれども、今は違うのではないかなというような

そういう見解をしておりました。そして札幌の気象台にも、その道の人に電話でお聞きし

ましたら、いや、親父というのは地方によっては台風、低気圧のこと、来ると親父が来た

ぞと、こういう地方もあるそうで、その地方地方でも違いがあるというふうに言ってござ

いました。それでどっちの言っていることが本当かなというようなことで、ことわざ辞典

を２冊ほど買って調べました。

そうしますと、地震雷火事親父、人々が恐れる順番に挙列した言葉です。近ごろ権威の

なくなったおやじ族は、もはや資格喪失かというふうに辞典に書いてございました。そう

した中、防災計画の中にある第３節、日本海溝・千島海溝周辺、第８に書かれているもの

でございますけれども、教育でございます。その実態、職員に対する教育はどうなってい

るのか、お答えを願いたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

職員に対する防災教育でございますが、議員、今、お話のと○総務部長（小守 正君）

おり、別海町地域防災計画の第６章第３節の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対

策推進計画」、この中で町職員に対する教育について触れております。

現在は、各課ごとに防災計画を配付し、全職員に対して災害時における行動や分担する

業務、職員としての心構え等について、災害時における職員初動マニュアルこちらを作成

しまして、全職員に配付をしながら災害対応体制をとっているところでございますが、地

震災害応急対策業務に従事する職員につきましては、関係機関が主催する地震防災シンポ

ジウム、あるいは津波講習会等に参加するなど、また、全国市町村アカデミーの主催する

防災と危機管理についての講習会等もございますので、こちらに参加等も含め、このよう

な講習会等を通じながら自治体における職員の災害対応力、あるいは危機対応力の養成に

努めてまいりたいと考えております。

以上です。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

災害はいつ起きるか、今、起きるかもわかりませんけれども、や○９番（戸田博義君）

はり職員として防災の知識は最低限、学んでおかなければならないのでないかなと。今の

答弁では、それぞれの部署でやっているということでございますので、いつ来るかわから

ない災害に備えて今後も続けていっていただきたいと、このように思います。
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次に、防災計画の②児童・生徒等に対する教育でございますけれども、津波による日本

最大の被害は１８９６年、明治ですけれども、三陸地震で３８メートルの津波で、死者２

万２,０００人というのが最高でございます。１５５年前の１８５４年、安政元年には安

政の南海地震、現在の和歌山県の広川町でございますけれども、大津波で１人の老人が多

くの住民を救った物語がございます。濱口梧陵という人でございますけれども、「稲むら

の火」ということで有名でございます。

この濱口梧陵が自分の庭から浜を見渡すと、風とは反対に波が陸から沖へ沖へと動き、

広い砂場や黒い岩底があらわれてきたと。きっと津波が襲って来るに違いないと、収穫し

た大切な稲むらと自分の田のすべての稲むらに火をつけ、多くの村人を救ったという感動

の実物語でございます。この物語は、防災担当の関係者は、それぞれ知っている話でござ

いますので、それ以上話はしませんが、この物語は言ってみれば英訳されてアメリカでも

副読本の教材として、広く現在も使用されているというふうにお聞きいたしております。

昭和２２年までの国定教科書、尋常小学校５年生用として、日本では使用されておりまし

た。

濱口梧陵は、ヤマサ醤油の７代目当主でございまして、初代の郵政大臣として活躍され

た方でございます。一例を申し上げましたが、災害の教訓を生かすための学校防災教育の

あり方についてお聞きいたします。

教育部長。○議長（渡邊政 君）

児童・生徒などに対する教育に関してお答えをいたします。○教育部長（根本幸三君）

各学校では、年度当初に学校経営案を作成しております。その中に防災計画として、火

事・地震の場合の避難の指導や避難訓練等を明記されております。また、火災・地震・風

水害・自転車通学を含めた安全指導計画も確定されており、各学校とも計画に沿って訓練

など行われております。

なお、生涯学習課が窓口となっておりますが、役場各部署の職員が、それぞれの専門分

野を希望する場所で講義をする宅配講座という事業が行われております。先ほど言われま

した「稲むらの火」のことを含め、総務部長が言いました専門的な講義等、講習等を受け

た職員の防災関係の講座を活用することを大いに推奨したいというふうに考えておりま

す。

加えまして、学校保健法が６０年ぶりに大幅に改正されました。平成２１年４月１日か

ら、学校保健安全法として施行されています。今回の改正は、学校における児童・生徒の

保健管理強化とともに、安全確保が一層図られるよう学校における安全管理等に関し、必

要な事項を定めるものであります。また、学校安全の取り組みは、新学習指導要領におい

ても安全に関する指導として、新たに明記されているところであります。

今、学校現場では、以上ような法律改正を踏まえまして、学校安全計画の見直し作業に

着手しております。安全指導や安全点検等を示した総合的な学校安全計画の策定、それか

ら危険等発生時の対処要領の作成、事故などにより危害を受けた児童・生徒への心のケ

ア、保護者と関係機関との連携など法改正の趣旨を踏まえ、学校安全体制の充実・強化に

一層取り組む考えであります。

さらに、具体的な指導方法として、児童・生徒が安全に関する情報を正しく判断して、

危険の予測や危機回避の能力を身につけることができるようにする観点からも発達段階に

応じて、学校の教育活動全体で取り組むことが重要というふうに考えております。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）



─ 20 ─

災害については、やはり学校教育というのは、小さいころから災○９番（戸田博義君）

害に対する教育を受けていないと、大人になっても勉強だけできればいいという話にはな

らない。世の中、渡っていくのには谷あり山あり川ありという人生が普通の人生でござい

ますので、この後も学校教育災害防災について、教育委員会としても随時指導していくよ

うな体制がとられればいいなというふうに思ってございます。

(3)のカメラによる監視体制方式を取り入れる考え方はないのかということでございま

して、町は潮位計はあるものの、現在カメラはありません。津波というのは、何秒の差で

助かるか、命を奪われるかが決まるわけでございます。ＮＨＫの画像による各地のデータ

もＮＨＫでは流しておりますけれども、やはり港・海岸にカメラの設置が必要でないかな

と。やはり目で見る、説得力のある防災というのは、そういうことでないかなというふう

に思いますので、お答えをお願いいたします。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

戸田議員指摘のとおり、現在、本別海と尾岱沼には潮位計を設置をしながら、潮位の監

視を行っているところでございます。また、花咲港と根室港における潮位についても気象

庁の潮位観測情報によりまして、５分置きのデータがいつでも確認できる状況にもござい

ます。さきの避難勧告時につきましても、花咲港で第１波を観測いたしまして、午後４時

３０分ころには本別海潮位観測局で、また、午後４時４０分ころには尾岱沼潮位観測局で

も、津波と思われる波形を潮位計により観測をいたしております。

現在、野付半島ネーチャーセンターには、北方領土を望むライブカメラが設置をされて

おります。半島の外海の様子は確認することができますが、滑らかな動画とはなっており

ません。設置防災用監視カメラについては、確かにリアルタイムでの監視体制の構築によ

りまして、的確な対応が可能となると思いますが、本別海地区についてはインターネット

の高速通信環境が整っておらないところであります。無線通信での整備が必要となると思

われます。また、尾岱沼地区では通信速度がある程度見込まれ、有線環境での設置が可能

でございますが、架線等の工事が必要となります。

このほか現在、町内には防災用として、北海道開発局が設置している国道の状況監視カ

メラが、海岸線に７カ所設置されておりまして、各自治体においても閲覧できる環境が整

えられてきております。また、尾岱沼漁港及び別海漁港内へのカメラ設置と開発局の防災

ＷＡＮのシステム活用が可能であれば、既設の潮位計と合わせた活用によりまして、的確

な防災対策が図られるものと考えておりますので、今後、関係機関と協議を進めていくと

ともに、現在、潮位計の更新時には専用端末の高性能化も含めた検討をしてまいりたい、

そのように考えているところでございます。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

答弁を聞いておりますと、多少お金はかかるようでございますけ○９番（戸田博義君）

れども、命の問題でございますので、今、答弁のあったように、やはり説得力のあるよう

な災害防止を前向きに進めていただきたいと、このようにお願いも申し上げておきます。

次に入ります。

(4)の津波、低気圧等による越波の危険地域の今後の対策についてでございます。

その中で野付半島地先につきましては、前の一般質問でやはり危険地域である道路の名

前もない、この道路を何とかしていただきたいという一般質問もしたところ、今現在、い

ろいろとやっているようでございますので、この件についてはこれで終わりまして、床丹
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の地域も危険な地区になっているわけでございますけれども、近年、温暖化、それと地盤

沈下の影響もありまして、低気圧等による越波が発生する状況下にあります。大変心配さ

れている地域でもあります。国道２４４号線の山側には広大な土地があります。道路と水

がない状況であり、多くの人が新しい道路建設を望んでいる状況下であります。私も外３

名と、床丹の方と避難所から歩きました。草の深さが腰以上でございまして、大変暑い日

でございましたけれども、５００メートルくらい歩いたら、私よりかとんでもない若い人

でございますけれども、もう暑くて歩けないと。私は別段、結構暑い中パークとかやって

おりますので、足腰鍛えておりますので、最後まで歩こうやということで床丹のお墓のと

ころまで歩きました。１キロちょっとも歩いたかなというふうに思いますけれども、さす

がうちに帰ってきてダウンしたわけでございます。

こんな状況下にありまして、あの下のほうは普通の低気圧、越波によって屋根のトタ

ン、倉庫、車庫、車、あらゆるものが塩害で普通の半分しかもたないと、財産の大きな損

失でございます。こんな中で、やはり多くの方が上のほうに移したいと、このような希望

を持っているところでございますので、町の見解をお聞きしたいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

本町におきましては、通常、民間の宅地造成これにかかわるものや個人への道路につき

ましては、その土地の所有者等が整備をし、維持管理もそれぞれなされている状況でござ

います。また、町が地権者から寄附を受ける場合、町が定めた規格に沿って整備されてい

ることなどを条件といたしております。御質問の道路建設でございますが、さきに申し上

げましたことや、国道山側の場所には道路用地もないことから、現在のところ町としての

計画はない状況でございます。

床丹地区におきましては、地域防災センターの建設がされました。これは平成２０年で

ございます。現在は老朽化に伴う護岸工事の実施、これが１３年度から２３年度の中で実

施されております。さらには漁港のかさ上げ、導流堤の整備計画これが２３年度から開始

される、そのようなことでありますことから、懸念されている防災対策、これにつきまし

てはこのようなことがなされていきますと、かなり改善されるのではないかと私ども考え

ているところでもございます。

しかしながら、さらなる改修をいたしましても、地盤沈下による不安から多くの人が高

台に住宅の移転を今後望まれるのであれば、今まで個人で整備している道路との平等性を

考慮しながら検討してまいりたい、そのように考えているところでもございます。

以上であります。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

この後、床丹町内会の会長名で要望書も提出されるものと思いま○９番（戸田博義君）

すけれども、ひとつ今言われたように前向きな、先を見通した防災というのが大事でござ

います。ぜひとも多くの皆さんの御意見に沿うような形でどうすればいいのか、その辺も

関係者と相談をいたしたいというふうに思っているところでございます。

次に、５番目の尾岱沼地区の問題でございます。

災害の専門家によりますと、大変危険な町づくりと言われております。横の道路は国道

２４４号線、１本のみ、縦の道路は全線行きどまりとなっておりまして、１次、２次災害

防止のため、山側道道に抜ける縦の道路が必要であると考えます。これにつきましては、

町のほうでもある程度の３分の１くらいが整備されたのかなと思いますけれども、やはり
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５００年に１回のマグニチュード８以上の地震がいつ来てもおかしくないと言われている

今日、早急に整備する必要があると、そういうふうに思われます。お答えを願いたいと思

います。

建設水道部長。○議長（渡邊政 君）

御質問にお答えをしたいと思います。○建設水道部長（田中忠敏君）

尾岱沼市街南北に縦貫しております国道２４４号、これの山の手側、西側になりますけ

れども、これを生活圏としている潮見町、これにつきましては国道に接続する道路の道幅

が狭くて、行きどまりということになっていることから、町は防災・交通安全・利便性の

観点から、平成３年度に道道尾岱沼港春別停車場線、固有名詞を言ってあれなのですけれ

ども、護国寺の西側から国道九虫橋南側までの間の約２キロの道路整備のための基本計画

を作成して、事業に着手したところでございます。

平成１１年度までに、戸田議員が今おっしゃられていましたとおり、国道から東公民館

西側までの間につきましては整備を完了しておりますけれども、道道に接続する約１キロ

の区間につきましては、道路の敷地がない状況で民地を取得しなければならないことがご

ざいまして、整備がおくれている状況でございます。

本道路の整備につきましては、事業要件などさまざまな課題はありますけれども、用地

取得が最重点課題であるというふうに認識しておりまして、予定道路敷地の地権者や地域

の皆様の御理解と御協力をいただきながら、整備を進めてまいりたいと考えております。

議員におかれましても、御協力をいただきますようよろしくお願いをいたします。

以上でございます。

戸田議員。○議長（渡邊政 君）

国道２４号線の山側のほうは、昔の話するとおかしいですけれど○９番（戸田博義君）

も、家というのは何件もなかったということでございますけれども、今は国道の上のほう

が戸数が２倍くらいになりました。反対になっているのですね、下の人がどんどんどんど

ん上に移っていったという状況でございますので、今、言われたように我々地元としても

役場と協力し合いながら、これからやっていかなければならないのだなというふうに思い

ました。

いずれにいたしましても、災害が起きて被害が出た場合は、町がどこまで防災について

力を入れて考えてやってきたのかということが問われることになると思います。人命・財

産の保全のため、明快な前向きのきょうは回答をいただいたなというふうに私なりに思っ

ているところでございます。その前向きの回答に御礼を申し上げまして、私の一般質問を

終わりたいと思います。ありがとうございます。

以上で、戸田博義議員の一般質問を終わります。○議長（渡邊政 君）

ここで、午後１時まで休憩をいたします。

午前１１時５６分 休憩

──────────────

午後 ０時５６分 再開

休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。○議長（渡邊政 君）

なお、会議に入ります前に、議場が少し暑くなってきたようですので、上着を取る旨の

申し入れがありましたので、許可をいたします。

それでは、次に、１２番佐藤 雄議員、質問者席にお着きを願います。

質問は、一問一答方式でございます。
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それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきたい○１２番（佐藤 雄君）

と思います。

まず大きな１点目といたしまして、別海町自治基本条例（仮称）の制定に関してと題し

まして質問をさせていただきたいと思います。

平成１２年度にスタートした地方分権一括法に伴い、国から地方への財源や権限の移譲

が進められております。自治体の裁量や自由度が増しますが、反面、自己責任・自己決定

が、今まで以上に求められております。別海町においても第６次の別海町総合計画の中に

も、町民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働のまちづくりを目指すということが

提唱されております。自治基本条例制定後は情報共有のもと、町民参加と協働のまちづく

りが一層強化、町の最高規範に位置づけられ、守り育てていくことが大切であります。こ

うした状況のもと、町民とともに条例を育てていくための町長の見解をお伺いいたしたい

と思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

佐藤議員の御質問にお答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

町におきましては、平成２０年度に第６次総合計画「ともにつくるべつかい創造プラ

ン～笑顔あふれる豊かさ実感のまちべつかい」を策定をいたしまして、平成２１年度にス

タートをいたし、２年目となっております。この計画につきましては、多くの町民の皆様

方の御意見をもとに策定したものでございますが、自治の仕組みを町民の皆さんが主役と

なって実現することといたしております。

また、協働と透明性のある町政を推進するためにも、行政執行の基本として町民の視点

に立った自治基本条例の制定は欠かせないものであり、このたび条例づくりを進めるわけ

でございますが、条例の中には「つくりぱなしとしない」ための検討委員会として、自治

推進委員会の設置でありますとか、見直しという条項を盛り込みながら、行政・議会、そ

して町民の皆様方と一緒に検討し、常に見直しなどを行いながら、この条例をはぐくみ・

発展させてまいりたい、そのように考えているところであります。

来年４月からの施行に向けまして、条例制定に向けた本格的な作業に入ったわけでござ

いますが、議員各位並びに町民の皆様方の御理解と御協力をいただきながら、別海町にふ

さわしい自治基本条例ができ上がることを期待をいたしているところであります。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

ただいま町長の力強い決意が述べられました。私もそのとおり○１２番（佐藤 雄君）

だと思います。事務方といたしまして、スケジュールの流れというのが、全員協議会なり

も説明がございました。年度内成立というようなことを目指してやられておるようでござ

いまして、所内の職員さん方を集めた研究会、プロジェクトチームですか、できまして、

あるいは公募がされましたし、あるいは各種団体の推薦をいただいた委員の中で構成して

進めるということでございますけれども、過般、説明紹介がございましたけれども、その

中で公募の人数、当初予定したより３名ぐらいで、非常に少ないという報告がされまし

た。これには二通りのとらえ方があるのかなと思います。非常に責任の重たい、いわば町

の最高規範であるというようなことです。この中の委員、公募して受けるのが、責任の重

大さというようなことで少なかったのか、あるいは逆に今の段階で特別な関心がなくて参

加する、公募する方が少なかったのかなと。どちらかわかりませんが、いずれにしても両

方が考えておかなくてはならないのかなと。こういった中で、やはり今後、地域懇談会
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等々、あるいは検討委員会等進めまして、説明会がなされ、議会で承認というような形で

進むスケジュールになっております。

そういった中で、もし事務的も含めまして、何かそこら辺につきまして考えがあればあ

れですけれども、そういったことも含めまして、何といっても町民の意識改革を含めて、

何とかつくって魂入らずにはならないと思いますけれども、そういうことが懸念されるよ

うな気もしますので、そこら辺も十分今後検討しながら進めていただければ。もちろん議

会も含めて、今後、両にらみで進むわけですけれども、そういったことをやっていただき

たいなと思うのです。これについて何かあればあれですけれども、なければそういう希望

というか、考え方を述べて、終わらせていただきたいなと思います。ありますればあれで

すけれども。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

議員、今、お話がありましたように、実際に、この委員を公募したところ、３名の応募

しかありませんでした。ただ、町内の各種団体３６名程度予定しておりますけれども、こ

ちらのほうは各団体のほうから、それぞれ推薦をいただいておりまして、これらの方々が

集まっていただいた中で、検討が進められていくのではないかということで考えておりま

す。

また、来年の一応基本的には３月までということにしておりますけれども、いろいろな

検討の中で、これから特に検討委員会を中心にいろいろ作業が進められていきますけれど

も、当然、地域の説明会、あるいはパブリックコメントを実施しながら、本当の意味での

条例づくりを進めていくことになろうかと思っております。検討の時間が短い、あるいは

そういう話が例えば検討委員会の中から要請があった場合には、今後のスケジュール等の

見直し等も考えながら、できれば来年の３月までには策定したいということで考えており

ます。

以上です。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

わかりました。そういうことで、一日も早くすばらしい町づく○１２番（佐藤 雄君）

りのたたき台になれるような成案ができることを希望して、この件について終わらせてい

ただきたいと思います。

２点目に入りたいと思います。

２点目につきましては、ドクターヘリによる救急医療体制の現状と題しまして質問させ

ていただきたいと思います。

ドクターヘリによる救急医療体制が構築され、救急医療の迅速な対応による搬出により

人命救助体制の整備が一段と進んでおり、特に過疎地における交通手段の中で大きく貢献

されております。

また昨今は、道内に空港をネットワーク化し、患者を救急搬送用のドクタージェットが

丘珠を拠点に研究運航されるなど、人命尊重救急医療体制が着々と前進しております。こ

うした状況下、一つ目といたしまして、昨年１０月より運航が開始され、現在まででの出

動、あるいは要請回数と天候不順、またはヘリが現場に来まして必要ない状況があったの

か、またあった場合の回数等、開始から現在までの運航状況についてお知らせをいただき

たいと思います。

福祉部長。○議長（渡邊政 君）
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佐藤議員の御質問にお答えいたします。○福祉部長（田村秀男君）

議員おっしゃるとおり、ドクターヘリの事業につきましては、昨年、平成２１年の１０

月から、道内で３機目のヘリが導入されました。釧路・根室圏域といいますか、ここに配

備されて１０月５日から運航を開始しております。

ことし８月までの出動回数でございますけれども、４４件でございます。そのうち実際

ヘリで出動来まして、現場に着きまして、釧路まで運んだというのが３５回でございま

す。残り９回につきましては、議員おっしゃるとおり、搭乗の医師の判断により救急車で

の搬送が相当とか、それから様態が回復しまして、ヘリでの搬送は必要ないという判断の

もとの回数が９回でございます。それから、要請しましたけれども、天候不順などで来ら

れないとかそういう回数でございますけれども、９件ございます。そのうち悪天候により

ますものが７回、ヘリにつきましては有視界飛行が大原則でございますので、霧だとかそ

ういうことについては対応できないので、そういうものが７回。それから、他の事案とい

いますか、ほかの市町村でドクターヘリを使用していたと、そのため要請があったけれど

も、できなかったという件数が１回でございます。それから、待機時間収容後と言います

けれども、ドクターヘリは朝の８時半から日没までが運航の基準となっております。それ

でこの時間外ということで、その回数が１回でございます。要請につきましては、救急隊

員だとか医師の指示によりまして、別海消防署が要請することになってございます。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

わかりました。○１２番（佐藤 雄君）

それでは、２番目に移らせていただきたいと思います。

ドクターヘリの運航につきまして、当然、お金がかかるわけでございまして、年間の維

持管理費というのですか、あるいは総体金額、それ合わせまして各市町村の案分という

か、負担方法があるかと思いますけれども、別海町分も含めまして、全体と合わせまして

お知らせをいただければと思います。

福祉部長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたします。○福祉部長（田村秀男君）

釧路・根室管内の１３の市町村で、このドクターヘリの事業を運航してございます。そ

れで緊急医療確保負担金としまして、釧路医師会に５,０００万円を負担しております。

その割合でございますけれども、均等割が２０％でございます。そのほかは人口割だとか

救急車による搬送の割合ということで、各市町案分をしてございます。ちなみに釧路市が

５０.１１％を負担している状況でございます。別海町は４.０％でございまして、金額に

しますと２０１万５,０００円となっている状況でございます。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

ドクターヘリ、ヘリコプターですから、空飛ぶ病院みたいなも○１２番（佐藤 雄君）

のですから、なかなか相当なお金がかかるなと思っております。当然、単独では持てない

わけで、割り勘というか、全体で持って利益を共有すると、大変結構なことなのですけれ

ども、３番目というようなことで、１回の運航に対する経費というか、金額と使用者の受

益者負担、どんなふうになっているのか、その辺もわかりますればお知らせをいただきた

いなと思います。

福祉部長。○議長（渡邊政 君）
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１回の運航でございますけれども、実際の運航の経費という○福祉部長（田村秀男君）

のはちょっと把握できておりませんけれども、ドクターヘリを運航会社に委託してござい

ます。その委託会社の試算でございますけれども、１時間当たり６４万円ほどかかるそう

でございます。パイロットの人件費だとか、それから無線の使用料、あるいは整備料、そ

の他たくさんございますけれども、そういうことで基準としまして、１時間当たり６４万

円ということでございます。

それから、要請だとか使用についてはお金はかかりません。ただし、搬送中医療行為が

行われますので、搬送中の医療行為に関しましては、各種保険の割合によりまして、医療

保険制度に基づく個人の負担が生じてまいります。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

わかりました。○１２番（佐藤 雄君）

それでは４番目というか、町内には１３カ所のドクターヘリの離着場というのですか、

あるというということを聞いておりますが、場所によっては同じ条件でないというような

こともお伺いしておりまして、実際に地域でもあったのですけれども、一つ目といたしま

しては、障害物というか電線とか何かあったらヘリがおりられない、狭いところでおりら

れないと。

それから、あと牧草地や何かなら大分違うのですけれども、グラウンドなんかにおりる

となると、当然、グラウンドですから砂ほこり立つので、消防車が事前に連絡を受けて水

まきをしてからでないと、おりられないというようなことで、その辺も常駐していればい

いのですけれども、していないところではなかなか大変だと。

それから、冬期間地域にもあったのですけれども、除雪がしていないというふうなこと

でなりますれば、今度、除雪をしてからというようなことで場所の変更なんかはできない

のかなというようなことで、実態等心配されるというか、実際にあったことも含めまし

て、その辺にもつきましてどのように今後対応できるのかしていくのか、もしありますれ

ばお答えをいただければ幸いかなと、こう思います。

福祉部長。○議長（渡邊政 君）

お答えします。○福祉部長（田村秀男君）

町内には１３カ所のヘリポートといいますか、着陸場を確保しております。議員、心配

なさるとおり、離着陸には障害物がないほうが安全でございます。それで選定基準という

のを決めて、ヘリポートには選定基準に従う、クリアしたものでないとそこは指定しない

ことになっておりますので、その心配ですか、これはないかと思います。ちなみに３５

メートル四方の広さがあるとか、それから着陸場はできるだけ平たんな場所、それから３

５メートルの端々には、１５メートル以上の高さの支障物がないとか、そういう選定基準

を設けて指定しておりますので、大丈夫かなというふうに思っております。

それから、グラウンドの砂ほこりです。やっぱり機械といいますか、精密機械といいま

すか、そういうことでほこりには弱いそうでございます。それで１３カ所のうちにグラウ

ンドといいますか、砂ほこりが立つような場所がございます。アスファルトは７カ所ぐら

い知っていますけれども、６カ所が砂ほこりが立つというヘリポートでございます。そこ

には、消防職員、あるいは分団の職員も含めて、連絡が入ったらすぐ、乾いている状況で

ありましたら、散水をしてほこり対策はしているということでございます。

それから、３番目の冬期間の除雪ということですけれども、冬期間は１３のヘリポート
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全部使うことにはなってございません。それで議員の心配しているとおり、除雪も常時し

ておかなければなりませんので、冬期間につきましては町内４カ所、別海消防署の前、西

春別消防署の支署前、尾岱沼の地域センター駐車場前、中西別中学校の駐車場とこの四つ

を指定して、ここは常時、離着陸できるような除雪体制をとっております。これには消防

の職員だとか、そういう支援をいただいてやっておりますので御安心ください。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

今、部長が申されましたように、私の心配することも大分少な○１２番（佐藤 雄君）

くなったのかなと思います。口はばかりますけれども、過去の総理大臣の中で、人の命は

地球より重たいと言われた方もおります。まさにそのとおりでございまして、救急医療に

従事している方々初め、日ごろの行政含めたそれぞれの方々に敬意と感謝を申し上げると

ともに、こういったことできのうだったかも、別海でドクターヘリが飛んだようでござい

ます。幸いに命には、なかったというようなことで大変安心しておるわけですけれども、

今後ともひとつこれらについて御尽力いただきたいと思います。

次に移らせてもらいます。

中山間直接支払交付金事業についてと題しまして、質問をさせていただきたいと思いま

す。

本事業は、平成１２年度に制度発足以来２期を終了し、検証のもと、本年度より新たに

第３期対策として継続されることになりました。本町においては、過去１０年間で約９０

億円の事業費が投入、集落活動、あるいは集団的かつ持続的可能な体制整備、あるいは農

業生産の継続に向けた集落活動体制整備への取り組み等、一層の内容充実の強化が求めら

れております。

そこで一つといたしまして、本事業の概要について、事業メニュー、あるいは金額等、

特に新規事業メニューと金額等をお知らせをいただきたいと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

中山間事業について、お答えいたしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

第３期が今年度から始まったということで、この事業につきましては２２年７月１３日

付で、中山間事業の別海町の基本方針を策定し、この方針に基づき集落協定を結び、本年

度から５年間、事業を実施してまいるところでございますけれども、現在、こうした策定

したものについては、道に対して承認申請を行っております。そういったことで、まだ承

認はおりておりませんけれども、そういう内容を説明させていただきたいと思います。

この協定に基づく共同取り組みの活動メニューにつきましては、大きく四つに分かれて

おります。

まず一つ目は、集落の管理体制の整備ということで、これは集落等ができております。

サブ集落等できておりますが、そういった人方への報酬等を行うものです。

それと二つ目は、農業生産活動として取り組む事項ということで、農用地の管理、ある

いは多面的機能を増進する活動。

それと三つ目は、農業生産活動等体制整備として取り組むべき活動ということで、農用

地保全マップの作成だとか、生産性収益の向上に関する取り組み、あるいは担い手育成に

関することということでございます。

四つ目は、その他といたしまして、これは事務経費でございます。

そういったものの四つのメニューで行うような計画を立てております。予算総額につき



─ 28 ─

ましては、９億４,５００万円というふうな試算になっております。

また、新規メニューということでございますけれども、農用地の管理の中で農地情報Ｇ

ＩＳシステム導入に係る事業費、これに対して２００万円程度。それから、家畜防疫に係

る、これは別海町家畜自衛防疫組合に対する助成事業として考えておりますけれども、ま

ず一つには、本年度も口蹄疫で非常に震撼された事件もありますので、町内に家畜防疫車

等の導入を図っていきたいと。大分、家畜防疫車も古くなってきておりますので、そう

いった面で補完する意味で、導入をしていきたいというふうに考えています。また、それ

と合わせて洗浄機の導入、これも５台程度を計画しております。それから、家畜防疫対策

助成ということで、今、大変になっていますＢＶＤ対策やほかのワクチン代、そういった

ものに助成しようと。それから、カラスの有害駆除対策事業、こういったことも今までど

おり進めていこうということで、これに対して約６,１６０万円ぐらいの事業費を今現

在、見込んでいるところでございます。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

相当なお金なので、選択と集中で有効活用を図るというような○１２番（佐藤 雄君）

ことで、新規メニューが導入されたなと、こう思っております。

そこで２番目に入らせていただきますが、事業が今まで３０・７０だったのですけれど

も、３期目は５％、町も２５で、サブ集落が７５というようにお聞きしております。そう

いったことで、その変更理由になるかわかりませんから、その辺のとらえ方でこういうふ

うになったのかなと思います。そこら辺の主眼としたものがありますれば、御報告いただ

ければ幸いと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

この事業配分についてですけれども、２期対策である全町集落で３０％の配分、配付と

いうとで配分をしておりましたけれども、３期対策では全町集落会議の中から、現在、濃

厚飼料、輸入飼料の高騰ということもあって高どまりになっている。あるいは国の土地基

盤整備事業費の大幅な削減など、こういった背景もありまして、やはりこれからは自給飼

料の向上対策が、一番大事でなかろうかというような認識のもと、今回そういった草地の

生産性の向上対策、簡易更新だとかいろいろありますけれども、そういった面の予算配分

をすべきというようなそういう会議の中の判断がございまして、３期対策につきましては

全町集落を２５％の配分と決定したところでございます。

全町集落の配分が２５％となったことにより、取り組む事業内容が縮小されるだとか、

あるいは交付要件に満たないなんていうような、支障もないということもあります。そう

いったことからやっぱり将来投資として、生産性の維持・向上というのが非常に重要であ

ると、そういったことでサブ集落の取り組み活動への配分としたところでございます。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

今、部長から説明あったように、５％サブ集落にオンされると○１２番（佐藤 雄君）

いうことは、生産基盤の確立というか、自給飼料の向上を目指してサブ集落にウエートを

置くのだと、こういうことでございました。わかりました。

それでは(3)ですけれども、本事業のメニュー内容等含めまして、ここは大変大切な中

山間地域等の直接支払いにつきまして、３期対策につきましてのメニューを含めました町
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長の御見解をお伺いいたしたいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

町長の見解ということでございますが、中山間直接支払交付金事業につきましては、

我々も要請活動を行っている中で中山間事業の草地地帯、これに対する３期対策におきま

しては、大変厳しいとの認識があったところでございますが、昨年の政権交代もありまし

て、別海町においては引き続き条件不利地域として、この制度の適用を受けることに、ま

ず安堵してきたところでもございます。

一方、今年度の土地基盤整備事業費の落ち込みが極めて大きく、集落協定の中で共同取

組活動に交付される交付金につきましては、集落協定に位置づけることで使途が問われな

いことからも、集落の皆さんの自由な発想のもとで知恵を結集されて、実りある事業活動

への対応をぜひお願いをするところでもございます。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

１期、２期目の対策を含めまして、検証いたしまして、３期目○１２番（佐藤 雄君）

にそれぞれの地元の要望というか、この取り組む事業に対する要望というようなことでし

て、３期対策が出発するわけなので、こういう御時世なのでさらなる有効活用含めまし

て、事業のさらなる発展を期待したいなと思います。

それでは、４番目に移らせていただきたいと思います。

４番目、快適な地域づくりを目指して、家畜ふん尿臭気対策への取り組みについてと題

しまして質問をさせていただきたいと思います。

酪農畜産が本町の基幹産業の中で、家畜ふん尿の圃場散布時に発生する臭気が、解決し

なければならない大きな課題となっております。種々検討・実施をされておりますが、こ

れにつきましてはなかなか大変なものがあります。こうした中、一つといたしまして、臭

気対策協議会なるものが設置されていれば、その構成メンバーと、あわせまして活動内容

を御報告いただきたいと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

臭気対策についてでございますけれども、非常に臭気の○産業振興部長（飯島孝二君）

問題については、毎年、その時期になると、いろいろな苦情も最近では寄せられるように

なってきております。また、ことしは特に猛暑ということもあって、窓をあけたり、ある

いはそういった涼しい風を通そうというようなこともあって、非常に、においも多かった

のかなということで苦情も来ているところでもあります。

そういった中でございますけれども、臭気対策協議会これを設置してということで考え

ておりましたけれども、早いうちに立ち上げてという話も前にしていたかというふうに思

いますけれども、中山間事業の行く末、あるいは今までも中山間事業として取り組んでき

たということもあって、また中山間事業ができれば、その中でまた取り組んでいきたいな

というふうな考えもありまして、若干、中山間事業がふらついていた時期もありまして、

実際には協議会が立ち上がっておりません。そういったことで、今回、中山間事業の３期

対策ができましたので、全町集落の体制が整備されたことから、中山間の全町集落を含め

構成員を幅広く求めて、これの協議会を早急に立ち上げていきたいというふうに考えてお

ります。

以上でございます。
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佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

なかなか立ち上げるというのも大変ですけれども、中山間の中○１２番（佐藤 雄君）

で鋭意努力しながら進めるというような報告でございました。わかりました。

それでは、２番目に移らせていただきたいと思います。

臭気対策という絡みの中で、各市街地周辺農家への対策が講じられておられると思いま

す。その内容について、一つ目といたしまして、たしか各市街地周辺ごと２から３キロ以

内の対策というようなことがうたわれておったかなと思いますが、これらの各市街地ごと

の対象農家戸数と参加農家戸数、それと１戸当たりの助成金というか活動金というか、そ

こら辺も把握しておればお知らせをいただきたいと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

臭気対策の取り組み内容についてでございますけれど○産業振興部長（飯島孝二君）

も、この実証期間につきましては、平成１９年度から２１年度の３カ年間、実施してきた

ところでございます。臭気対策事業として、まず定期的にスラリーストアに発酵促進資材

これを投入し、通常ばっ気されているのと併用して発酵促進を早めようというのが一つ。

それと二つ目は、スラリーストアのばっ気を補完するためのエアレーション、これはスラ

リーストアの中にパイプを入れて、パイプにあなをあけてブロアーで空気を送り込んで、

そして助けてやるというような方法と微生物を併用した消臭、そういう取り組み。それと

もう一つ、三つ目としましては、散布直前に木酢液などのにおいの強い、違うにおいの強

い液を投入する方法、この三つの方法で行ったところでございます。

実証試験の区域についてでございますけれども、まず、別海市街半径４キロ程度を考え

て対象戸数を３２戸、そのうち、これはお願いしてやっていただくので、そういったこと

もありまして、対象戸数は３２戸ですけれども、実際に参加された方は、お願いしたいの

は８戸。それから、西春別の駅前、これは半径２キロ程度でございますけれども、対象農

家を２０戸として、お願いしたのが４戸。それから、上春別地域についても半径２キロ程

度を考えまして２４戸で、参加された農家が３戸と。西春別、通称旧市街では半径ここも

２キロで、１６戸の対象農家で、２戸の参加でございました。それから、中西別市街地で

は半径２キロを中心に、１４戸を対象にしましたけれども、参加農家は１戸でございま

す。それから、中春別市街については半径２キロで、対象農家が１０戸、そのうち３戸が

参加していただいております。合計で１１６戸の対象で、２１戸の参加をいただいて実施

をさせていただきました。

このほかに主要道路沿線も必要ではないかというような考え方もありまして、実証への

参加要件として、３カ年は引き続き臭気対策を講じていただくことをお願いして始めたと

ころでございます。参考でございますけれども、実証試験の参加の内容でございますけれ

ども、スラリーストアのものが７４戸、それから堆肥だけのが７戸、堆肥盤と尿だめ、こ

ういったのが３戸、それと尿だめだけの３戸、３年間で延べ８７戸を対象として実証試験

が行われております。

それから、戸当たりの助成金額でございますけれども、１戸当たり大体８５万円を上限

としてやっております。参考でございますけれども、実証戸数では１９年度で２２戸、

１,８７４万７,０００円程度、２０年度で３３戸、２,２２６万円、２１年度で３２戸で

２,０３９万９,０００円、３カ年で８７戸で、６,１３７万４,０００円程度をかけて実証

試験をやらせていただきました。

以上です。
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佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

それぞれの市街地周辺を中心にしまして、第１段階というの○１２番（佐藤 雄君）

が、それぞれ農家さんも含めまして、行政も含めまして、それぞれかなり努力されている

なと思って、今、お聞きいたしております。

そういった中で、次に移らせていただきたいと思いますけれども、各種の臭気対策、軽

減対策というのが実証試験、一部、今、部長が申されましたが、それらの検証、あるいは

これにかかわる状況調査報告がありますれば、お知らせをいただきたいなと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

今回の計画については、家畜ふん尿の圃場散布時に発生する臭気の抑制方法を検討・検

証するとともに、そういった取り組み事例を農家等へ情報提供して、臭気対策に対する農

家意識の向上を図ろうということで進めてまいりましたけれども、しかし、最終的には根

室農業普及センターの実証協力を得た結論から申しますと、スラリーの濃度や条件の違い

によりまして、消臭発酵資材の関係が判然としないと。要するにスラリーの性状、それに

よってなかなか一律な答えが出てこないということですね。当然、そういった実証試験も

やったのですけれども、最終的にはなかなか明確な答えが出てこなかった、そういうこと

もありまして、今後また続けていこうとは思っていますけれども、そんなような状況で、

いずれにしても汎用性の高い資材・方法を明らかにするまでには至っておりません。

現在、ふん尿の水分調整、あるいは散布方法の工夫などできることから確実に実施し、

臭気の低減を図る取り組みを普及・実践することが急務と考えておりますので、これにつ

いてもまた本年度からの中で取り組んでいって、一番いい方法がないだろうか。言われて

おりますのは、スラリーは当然ばっ気しながら加水してというのが、やはり一番発酵しや

すいとは言われておりますけれども、今後、いろいろな面また研究していかないとなとい

うふうに思っています。

以上です。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

臭気対策には、今、部長おっしゃられるように、いろいろなや○１２番（佐藤 雄君）

り方というか方法があるわけで、経営形態によってそれぞれ違うわけで、大変農家の方も

それなりに努力をされてはおります。しかしながら、地域の方々から御理解をいただくま

でには、なかなかもう少し時間かかるのかなと思っております。

３番目に移らせていただきたいなと思いますけれども、こうした中、酪農家へのアン

ケート調査、またスラリー散布時、これ春先、あるいは１番、２番刈った後とか、あるい

は秋口とかいろいろあるわけですけれども、スラリー散布農場の聞き取り調査、さらには

酪農家の方々との勉強会というのですか、講習会というのか、そんなようなことももし実

施されておれば、御報告をいただければ幸いかと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

実は、平成２１年１１月２０日付で、別海町酪農畜産関連事業アンケート調査というの

を各農協にお願いしてやっております。その内容の中に、ふん尿の散布時期やふん尿の臭

気についての回答がありますので、これをお知らせしたいと思いますけれども、ただ、回

答率は２８％でございます。スラリーを特定して聞き取りではありませんが、「ふん尿散

布時の臭気は気になりますか」という問いに対して、「大変気になる」、「少しになる」
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と答えた方が７２％ございます。反面、「余り気にならない」、「全く気にならない」と

いう人方が２８％おります。次に、「ふん尿の散布時の臭気対策は必要と思うか」という

問いに対しまして、「必要」、あるいは「必要だか方法がない」と答えた方が７８％、反

面、「必要ない」との回答が２２％ありました。ということからいくと、非常に皆さんも

気になっているのでないかというふうに思っております。

そのほかに酪農家の方々との勉強会でございますけれども、これにつきましては町が主

催しました酪農講座の中で、これは財団法人畜産環境整備機構から講師をお呼びしまし

て、ふん尿の利活用技術の講習を農業者及び農業関係者を対象として行っております。

以上でございます。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

今、臭気の感じ方というようなことのアンケート２８％の回収○１２番（佐藤 雄君）

率の中で、においについて気になるというのが７８、約８割、それから散布時期も設定必

要だというのが、大体８割近くおられるというようなことですけれども、現場に入ります

と、入れ物が満足にないというような中であふれてしまう。６カ月と言いますけれども、

実際は７カ月ぐらいの冬期間があると、どうしても１カ月こぼれてしまうというようなこ

とで、春先早くまくとか、秋口遅くまくとかいろいろ尿だめの関係があって、そういうよ

うな形になっていると。アンケートではこうなっておりますけれども、私これ調べたら、

根釧農試の去年のデータなのですけれども、大体同じような報告されているので、別海町

だけでなく大ざっぱに言って、大体そういう方向かなと思います。

しかしながら、今、私が申すように、現場サイド、農家サイドの立場になりますれば、

一生懸命努力はされておるのですけれども、なかなか思うようにいかないというのが大き

く言いまして、しかしながら地域との理解を得ながら、合意を得ながら、臭気の問題を解

決に向けて努力するということもまた大事かなと、こう思います。

そういった中で３番といたしまして、ＪＡを初め関係機関との密なる連絡調整協調を図

りながら、地域住民とともに繁栄のできる取り組みの構築が必要かなと考えます。そこ

で、町長の御所見をお伺いいたしたいなと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

佐藤議員御指摘のとおりだと思っております。ふん尿の臭気対策、臭気につきまして

は、まさに基幹産業であります別海町酪農のイメージ、これを高める上にも家畜ふん尿の

臭気の低減を図り、そして快適な農村社会の形成に努める、このことは大変重要なことだ

と、私ども認識しているところでございます。ＪＡを初め関係機関・酪農家・そして地域

の住民の皆様を含めた臭気対策協議会、これを早期に設立をいたしまして、この中で十分

検討し、臭気削減にさらに努力をしてまいりたい、そのように考えているところでありま

す。御理解をいただきたいと思います。

以上であります。

佐藤議員。○議長（渡邊政 君）

今、町長から、取り組みに対する決意が述べられました。まさ○１２番（佐藤 雄君）

にそのとおりでございまして、そういった意味で、行政として町長が先頭に立ちまして、

ＪＡを含めまして関係機関、そして当該者である酪農家とスクラムを組んで、よりよい地

域に根差した酪農の繁栄ができることを心から願うものでございます。

以上をもちまして、簡単ですけれども、私の質問を終わらせていただきたいと思いま
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す。

以上をもちまして、佐藤 雄議員の一般質問を終了いたします。○議長（渡邊政 君）

ここで、１０分間休憩いたします。

午後 １時４８分 休憩

──────────────

午後 １時５８分 再開

それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。○議長（渡邊政 君）

次に、７番丹羽勝夫議員、質問者席にお着きください。

なお、質問は、一問一答方式でございます。

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。○７番（丹羽勝夫君）

今回は、私が、以前に一般質問で行ったことについて不明な点、疑問に感じていること

の確認等含め、再度、大きく３点について質問させていただきます。

最初に、別海町機構図配付の件につきまして。

前回の一般質問の後、いまだ何のアクションもありませんので、再度、機構図配布につ

いて質問させていただこうと、今回通告をいたしましたが、通告後、今月の１０日ですけ

れども、全員協議会で理事者側から、機構図を全戸配布するものの説明がありました。内

容は、配布はしますが、１０月に異動があるため、配布は１１月、遅くても年内というこ

とです。少々、理解、納得できかねますので、通告外かもしれませんが、このことも含め

た中で質問させていただきたいことを御了承願いたいと思います。

２２年度の別海町機構図は、主だったところには早い時期に何部か配布されています。

ということは、個々の同意を得、原稿は既にできあがって既にあるわけですから、印刷し

て配布しようとすれば、いつでもできることかなと思います。しかし、いまだ配布には

至っておりません。あとは、町長の一声で決まることかと思いますが、いかがでしょう

か。配布がおくれている理由、配布時期をお知らせ願いたいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

丹羽議員の御質問にお答え申し上げます。○町長（水沼 猛君）

役場の機構図につきましては、ことしの６月定例会、これにおきましても質問があった

ところであります。その時も配布をする方向で、今後検討していくということを答弁をい

たしました。その後、行財政改革の観点、また、どの範囲までの職員を記載していくか

等々、いろいろな検討をしてまいったところでありますが、従来どおり、いわゆる２０年

度に配布されたものと同等のものを、機構図を配布することといたしたところでございま

す。

また、配布を取りやめたことにつきましては、いろいろな先ほど言いました検討材料が

あったことではございますが、まさに町民の視点を大事にしていく、このような大きな方

針に欠けていた点があったのかなと、その点については、反省をいたすところでございま

す。なお、配布につきましては、できれば１１月の町広報の配布とともに配布をしたいな

と、そのように考えているところでございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思って

おります。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

私も全戸に配布になるということで、まず一安心したのですけれ○７番（丹羽勝夫君）

ども、先ほど申しましたように、時期的な問題なのですけれども、大変おくれているとい

うことでございます。６月の質問も、いつの段階で配布が決まったのか、また、とりあえ
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ず今の質問で、いつの段階で配布しましょうということが決まったのか、もしお答えでき

るようであればお願いしたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

いつ配布が決まったのかということでございますけれども、○総務部長（小守 正君）

丹羽議員のほうから、６月の定例会の時に質問いただきまして、町長からは、配布する方

向で検討するということで話がありまして、私も担当のほうにそのまま伝えまして、いろ

いろ検討しておりまして、今回、当然に配布するという方向で検討しておりました。

先ほど、町長からも話ありましたけれども、１０月１日付で人事異動もございます。新

規採用職員もございますし、今まで４月以降に約１０名程度の異動、あるいは退職者もお

りました。今回９月の今月末でお医者さんも退職するということで、町長からも行政報告

がありましたけれども、１０月１日にまた人事異動、あるいは退職者の関係もありますの

で、それらの職員の方々の整理をして、１０月１日現在の名簿で配布をしたいということ

で考えております。

それは、いつ決定したということにつきましては、ずっと検討してきてまいりして、当

然、そういう時期には配布したいということで考えておりましたので、今、いつ決めたの

だと言われても、ちょっと答弁できない部分もありますので、御理解をいただきたいと思

います。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

６月の質問の後、それでは配布に向けた方向で進んでほしいとい○７番（丹羽勝夫君）

うことで進めれば、１０月１日の異動の問題なんか関係ないと思うのですよ。そう思いま

せんか。例えば、１０月１日で関係があるとすれば、早くつくっても１０月１日で異動が

変わった場合に、べつかい広報だとかそういうものがあるわけですから、そういうものを

うまく利用してやれば、配布しますということでやるということであれば、既に７月、８

月に配布されてもいいわけなのですよ。その辺。ですから、私、今、いつの段階で配布を

決めたのだということは、そういう意味を含めて聞いたわけです。ですから、改めてお聞

きしますけれども、配布を町長のほうから指示されていつ決められたのか、再度お聞きし

たいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

先ほども部長のほうから答弁したとおり、６月定例会において御○町長（水沼 猛君）

質問いただきまして、その時に配布の方向で検討するということを私が答弁いたしまし

た。その時点で、配布をすることについては決まったということと、私は思っております

し、職員も多分そう思っていたと思います。

したがって、その後、さまざまないわゆる従前どおりの機構図をやめた、そういう経緯

がありますから、それらについてその行革、先ほども私がお話しましたような検討も重ね

ながら、どういう機構図を配布したらいいのかということも含めて検討してきたところで

ありますし、また人事異動でありますとか、退職者とかありますが、そういうことも含め

た出す側としては、なるべく現状にしっかり合ったものを出したいという、その思いは当

然理解していただけるものだろうと思いますし、それについて多少おくれたということ

は、そういうことも考慮しながらおくれたということを感じるかもしれませんけれども、

ぜひその辺は御理解をいただける許容の範囲であろうと、そのように思っているところで

あります。ぜひ御理解をいただきたいと思っております。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）
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今、町長が言われているように、６月の一般質問後に配布しま○７番（丹羽勝夫君）

しょうということは町長は決めたと。ところが、それが職員に伝わっていないのかどうな

のか、最終的には１１月というような形になったということかと思います。

それで中身について検討しますと、検討がおくれていると、町民に対してよりいいもの

を配布したいということですけれども、そうであれば私ども議会に参考資料としていただ

いた１５ページにわたる機構図です。では、これは中身に対して検討しなくてもいいのか

どうか、このまま印刷すれば配布できることなのですけれども、その辺、それではどうな

のですかね。

町長。○議長（渡邊政 君）

ですから、先ほどから申し上げているように、この問題というの○町長（水沼 猛君）

は行革の観点も含めて検討してきて、全戸に配布はやめう。しかしながら、必要なところ

には従来どおり、必要なところ、例えば町内会含めて社協・民生児童委員の皆さんとか、

いろいろ形の中で必要なところもあるのですね。そういうところには、ちゃんと配付をし

ていきましょうということで取り組んできたことでもありますので、ぜひその辺は。我々

は、多少の機構図を配布することによって、そんなに莫大なお金が浮くわけでありません

が、徹底した行財政改革を、むだ遣いにつながるようなものは徹底して排除していこうと

いう、そういう中で必要なところであれば配布していくと。そういうところが、行革の観

点かなということもありましたので、どの程度の機構図であれば、機構図として配布した

ものが町民の皆さんに支障を来さないのか、その辺も含めてただいままで検討して結果で

ありますので、その結果、町民の皆さんがそれをもし求めるのであれば、町民の視点から

変えて、今までどおりの機構図というものを配布しようと、そういうことになったわけで

あります。

したがって、ただ単純に配ればいいとかそういう話ではなくて、やはり我々は本当に必

要なものであれば、従来どおり配っていたことだと思いますが、その辺も考慮してどの程

度で、必要なところには必ず配る。それは前提としてやってきたところでありますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

ちょっとお聞きしている内容と、答弁がかみ合わないのですけれ○７番（丹羽勝夫君）

ども、町民がこれをいただけば、何も言うことはないかと思います。ただ、心配している

のは理事者側であって、ただ、それがどうして６月までにこういった中身のものが発行さ

れているにもかかわらず、６月でそれでは配布を全戸に出しましょうというときに、既に

原稿はあるわけですよ。それがどうして１１月でないとできないかと、１１月まで延びた

のだというのが私の質問なのですけれども、今まで既に出てないわけですから、配布して

いないわけですから、それをまた論議してもかみ合わないと思いますので、この件につい

ては一応１１月、または年内というような考え方で押さえておきたいなと思います。

それでは、２番目に入らせていただきます。

全戸配布に当たって、当初、個人的に私がお聞きしていた金額と大きく違っているよう

に思いますので、改めてお尋ねいたします。今年度、既に配布された分、先ほど言ってい

たこの分ですね、それから、これから配布されるでしょう。これ、平成２０年度に全戸に

出された機構図でございます。それが、これから出されるでしょう。１１月になるか１２

月になるかわからないです。その分の金額的なもの。また、過去に全戸に配布していたと

きの費用、この部分ですね、これがどのぐらいかかっているのか、お知らせいただきたい
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なと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

６月の定例会のときにも、私のほうから答弁していると思いますが、行革の観点から見

直しをした際に、所管のほうから上がってきた予算要求の機構図に係る印刷代、これが２

０万３,０００円程度かかっていたということで、この金額の説明をしたと思います。そ

の時も２０万３,０００円ということでお話をしております。まず、それを前段に回答し

ておきまして、既に配布した分につきましては、６月定例会で説明いたしましたけれど

も、議員の皆様ほか全部で９カ所になりますが、そこへの配布、その後に各自治会長さん

から、自治会長さんのほうへ配布した分を合わせまして、コピー代と用紙代これらになり

ますが、おおむね３,４００円程度、本年度になってからですね、かかっております。

また、今後、町民全戸配布ということでございます。今、町長から話がありました全戸

配布をする場合の経費になりますけれども、約５,８００部作成することといたしまし

て、前回と同様印刷業者に発注することになりますけれども、約２０万円程度かかると考

えております。しかしながら、予算はありません。予算計上しておりませんので、もし、

予算の発注をするということになりますと、予備費で対応いたしたいと考えておりますの

で、この辺についても御理解をいただきたいと思います。

なお、平成２０年度の経費でございますけれども、２１万７,０００円程度、印刷代で

上がっております。

以上でございます。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

そうしますと、最終的に以前に発行していたときは２１万７,０○７番（丹羽勝夫君）

００円かかっていたということで、これ間違いないですね。それで前回の数字の中で、今

回は２０万３,０００円ですということですけれども、これから配布される分に関しまし

ては、２０万円で予算を組むということで間違いないですね。

それと、今までこの印刷代に対してはコピーでやっているので３,４００円、というこ

とは今まで２１万円の全体でかかっていたものを、今回は２０万円でやりたいという解釈

でよろしいのでしょうか。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

実は町長から、今回の回答、１１月に向けて印刷をかけよう○総務部長（小守 正君）

と、業者のほうから見積もりを取っております。その見積もりの内容で、大体このぐらい

ということでございまして、それぞれ先ほど説明いたしました２１年度の担当から上がっ

てきておりました予算要求の２０万３,０００円につきましても、恐らくその時点では業

者さんのほうから見積書を取って、その見積書に基づいて予算の要求をしたのではないか

と思います。今回につきましても、２０万円程度ということでございますけれども、これ

はあくまでも見積もりの参考価格でございますので、予算は、これ以上の予算を確保しな

ければならないかなということで考えてはおります。

あくまでも見込みで、これからの話になりますので、もう業者さんのほうにお願いして

発注しているわけではありませんので、基本的にはこれからきちっとした見積もり合わせ

をやって、予算のほうも確保して、執行していきたいということで考えております。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

そうでしょうね、あくまでもこれからということですから、数字○７番（丹羽勝夫君）
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はつかめないかと思います。私からすると、以前にこれ出したとき２１万７,０００円、

今回は両方出さなければならなかったわけです。恐らく２１万７,０００円よりは高くな

るなという返答があるのかなと思いましたら、逆に安くやるということですから、かなり

の努力をされているのかなというふうに逆に感じたところです。

当初は、全戸への配布はしない方向で進んでいました。その理由も何点か掲げておりま

したが、ここに来て今回これを約２０万円をかけて、全戸配布ということにしたようです

が、全戸配布しない理由、内容の全戸配布しないと、この理由の内容の甘さがこんな結果

になったことかなと感じておりますが、再度、町長、その辺の見解をお願いしたいと思い

ます。

町長。○議長（渡邊政 君）

これも先ほど答弁しているとおり、したがっていろいろな検討を○町長（水沼 猛君）

してまいりましたが、いわゆる町民の視点、それをいささか欠いたところがあるのかな、

そういうことで反省をしていると申し上げたところであります。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

何度も陳謝しているのをまた再度請求したようで、まことに申し○７番（丹羽勝夫君）

わけありませんけれども、おくれているということに対して私ども、また町民からたくさ

んそういう要望がありましたので、私としてもこの場で聞いておかなければならないとい

うことでございますので、御理解をいただきたいと思います。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

次の質問に入りたいと思いますけれども、入湯税の件について御○７番（丹羽勝夫君）

質問いたします。

入湯税が１５０円のところ５０円に今回なりました。利用者の私どもは、１００円安く

利用できると思いきや別海市街では１件しかない浴場で、５００円だった入湯税込みです

が入浴料が６００円となり、逆に１００円の出し前のありさまです。郊楽苑は民間ですか

ら、入浴料は幾らにするかは勝手ですし、私どもはそれに対して何も申し上げることはご

ざいません。何ももちろん言えませんし、では町は、だれのために入湯税を下げたので

しょうか。裏を返して言いますと、入湯税を下げた理由と、どうしてあのタイミング、時

期であったのかを教えていただきたいと思います。

他町では、入湯税７０円で入浴料４３０円と、良心的なところもあります。別海町は現

状で問題はないとお考えでしょうか、公衆浴場の有無を含め浴場利用者の納得のいく策を

教えていただきたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

入湯税の税率の改正につきましては、３月の定例会において議決をいただきました。４

月から宿泊１日につき１００円、日帰り５０円として課税をさせていただいているところ

でございます。このことは既に御理解をいただいていることと思いますが、近隣の自治体

の税率等との問題、あるいは全道的な課税状況もあり、以前から見直しの必要があったこ

とから、入湯客の税負担の軽減を図り、より利用していただきやすくするため、あるいは

近年の観光客の入り込み数の減少、これらによります鉱泉浴場経営の健全化に資するた

め、慎重な検討をしながら改正をさせていただいたところでございます。

現在、課税申告事業所は五つございます。入湯税を下げることにより、入湯客の負担は

軽減されたところでありますが、施設の利用料金については、これはあくまでも事業者が
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決定するものであり、私どもから申し上げる立場にはございません。入湯税は、行政が決

定し、利用料は事業者が決定するものでございます。事業者を入湯税の特別徴収義務者と

して指定しているため、施設の窓口では利用者からは税と利用料を同時に徴収することに

なりますが、全く別なものでありますので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

全くそのとおりなのです。入浴料を決めるのは、個人のそういっ○７番（丹羽勝夫君）

た会社ですから。ところが今５０円になりましたよと、それでは私方が日帰り入浴をしよ

うとしたときに、１５０円が５０円になって６００円です。経営者側からすれば、５５０

円が入浴料です。５０円が税金なのです。ところが、１００円安くなったのではあれば、

どうして私方そういう金額を払わなければならないかと、施設側が値段を決めているから

です。ところが、私が問題にしているのは、別海の市街地に浴場は今１軒しかないので

す。日帰り入浴ができるところ。ですから、私方町民がそこを利用するに当たって、どう

して６００円を払わなければならないのか、端的に言って納得がいかないと、そういうこ

となのです。ということは、郊楽苑自体は、町が賃貸契約をして貸しているわけですか

ら、物申せるのは、その辺しかないのかなとこう思うのですけれども、この辺はいかがで

しょうか。

副町長。○議長（渡邊政 君）

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。○副町長（磯田俊夫君）

３月の全員協議会で、私は入湯税の関係について、経過等々を説明したはずでございま

す。似たような御質問が、ほかの議員さんから出ましたけれども、はっきりとこういった

はずであります。税の課税だとか徴収については、公平で公正であることが大原則であり

ます。したがって、事業者のため云々で税率の改正だとか、賦課だとか、徴収だとか、そ

ういうことは一切やっておりません。もしこれで税率改正をするのであれば、これは大変

大きな問題であります。なおかつ、その説明のもとに皆さん方に議決をいただいたはずで

あります。しかし、残念ながら６月の定例会から、こういうようなお話が続いておりま

す。であれば、そういう問題があるのであれば、それは皆さん方の委員会の中でも十分錬

れるはずではないかという、私個人的にはそう思います。

それともう一つは、そういうことであるなら、前提といたしまして、郊楽苑の入浴料の

問題と税の問題を一緒にして考えるということが、私、一番先に税の原則で言いましたけ

れども、おかしいのであります。それをやってしまうと、今のような話がずっと続く。そ

んなことで税の問題と入浴料の問題を一緒してお考えになるのだけは、ぜひおやめになっ

ていただきたいと節にお願い申し上げます。

それで、改めて３月の全員協議会で申し上げたことの中の何点か申し上げます。入浴料

の問題について、検討を指示したのは平成１９年度であります。これは当時の郊楽苑の支

配人さんのほうから、ちょうど第三セクターの見直しの関係について、いろいろとレポー

トが提出されまして、その中にあった１件でございます。それで全道的な入湯税の状況を

把握するように、その中で気になったのが、ほかの町と比べられないことがたった一つあ

りました。郊楽苑と、当時は別海温泉ホテルでございます。それは温泉を加温していると

いうことで、ほかの町では源泉をそのまま利用できるのですが、うちの町の２軒の施設だ

けは加温をしなければならないという事実がわかりました。一概に、状況をただ見るだけ

での比較はできないと、そういうことで検討を平成１９年であります。その後、平成２０
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年末だと思いますが、ガスの問題が飛び出てきました。これは別海から浜にかけてガス問

題を、どうしても処理しなければならないということが出てきたわけであります。それで

御承知のように、昨年、実は全道でもうちだけですけれども、補助をつけて整備をしま

しょうという問題が出たわけです。

そういうことを踏まえて、実は今年度まで引っ張りました。なぜかというと、第三セク

ターの整理のほうが当時は大変でございましたので、入湯税だけできなかったと。入湯税

をやると、また、そういう誤解を受けるのではないかということもありまして、ことしの

３月、いわゆる平成２２年の４月にしましょうということにしたわけであります。そんな

経過のもとに、これを見直しをかけたわけであります。したがって、事業者だとかそうい

うことのためではございません。先ほど、総務部長が申し上げましたけれども、税はいわ

ゆる納税者の負担軽減が原則で実行させていただきました。この点だけは、ひとつ誤解の

ないようにしていただきたいと思います。

以上であります。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

ですから、入浴料は私方が決めることはできないと、こう言って○７番（丹羽勝夫君）

いるのですよ。ですから税金と全く別な考え方なのです。ただ、今の現状でいいのですか

と聞いているのは、別海町の場合１５０円の入湯税が５０円になりましたよと、その見返

りは私方どこに出てくるのですか。税金は決まりますよ、５０円、これ皆さん一律です

よ。実際に入りに行くときですよ、６００円のところもあれば５００円のところもある、

中標津へ行けば４３０円で入れるところもあるのですよ。ですから、１５０円のところが

５０円になったのであれば、日帰り入浴の１５０円が、５０円が見えてこなければならな

いのですよ。ですから、事業者のところへ払うのは６００円払いますよ。場所によっては

５００円払いますよ。宿泊であれば、宿泊料幾ら、入湯税幾らと数字が出てきます。一般

入浴の場合は出てきませんよ。それは皆さんが気がつかないのかもしれない、６００円だ

から６００円払うと、その中の税金が今回は５０円になったよということだけのことなの

です。

ですから、逆に言えば、この近郊で６００円というのは１カ所、あと中標津あたりへ

行っても５００円、４００円台、そういう金額なのですよ。ですから、私が公衆浴場の有

無、ほかにそういうものも考えて、別海町は我々利用するに当たって何かいい策が、逆に

ありませんかというふうにお聞きしているのですよ。その辺を含めて再度、町長、お考え

方をお願いします。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げます。○町長（水沼 猛君）

我々、入湯税を下げさせていただいたということについては、先ほど説明したとおりで

あります。したがって、下げた分だけ入浴料を安くしてくださいということは、言うつも

りは全くございません。したがって、今までの現状況を見ても大変であるから、長い間、

以前から１９年からそういう話も出ておりましたし、そういう形で五つの施設がございま

すが、その全体の経営、それから観光客が減少していることに対する支援もあろうと考え

られることもあるかもしれませんが、大体北海道全体眺めても、まさに入湯税ゼロのとこ

ろも多々あります。そういう状況、そして特にこの周辺も含めて検討した結果でありま

す。

したがって、入湯税を下げた分だけ事業者の皆さんに入浴料について下げてくれという
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ようなことは、我々は申し上げることはございません。そして、郊楽苑については６００

円、１００円値上げをしたと、それぞれ事業者ですから、いろいろなお考えがあって値上

げをされたのだろうと思います。いわゆる沸かさなければならないというコストの面もあ

ります。それから、やはり事業者というのは、入浴料の見合ったいろいろなサービス含め

て、いろいろなことを考えながら入浴料を設定していくのだろうと、そう思います。した

がって、単にすべてのほかのところと比べて、ここが高いとか安いとかそれもいわゆる総

トータルのサービスのことを考えると、一概には言えないところもあるのだろう、そのよ

うに思っております。

したがって、そういうことでございますので、また、もっとも町が法外に高いというこ

とになれば、それはある意味において町としても考えなければなりませんけれども、一概

に今６００円ということについては、そのような法外なところとは我々は全く考えており

ませんので、サービス等含めて、あとは利用されているお客さんが判断する、そういうこ

とだと思っております。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

現状のままでは、問題はないということになるし、また、公衆浴○７番（丹羽勝夫君）

場の有無に関しても一切町側としても、それは問題はないという受けとめ方でとらえさせ

ておきたいと思います。まず、そんなところでよろしいでしょうか、そういうふうに受け

取ってよろしいでしょうか。

私の質問の中に、現状で問題ないとお考えでしょうかという部門と公衆浴場の有無を含

めて、浴場利用者の納得のいく策がありませんかということだったのですけれども、現状

で問題はありませんかということを再度確認したいと思います。

町長。○議長（渡邊政 君）

もう１軒、清乃湯さんがございますが、今、病院で療養中で、現○町長（水沼 猛君）

在は閉まっているということであります。町として、公衆浴場がそういう形でないという

状況で、その状況でいいのかということになると、やはりあったほうがいいに決まってい

るわけですから、それ公衆浴場としてなるべく安い料金で入っていただけるために、どう

するのかという御質問かもしれませんけれども、現在のところ、そういうことを考慮して

他の事業者に町が補助金を出して、公衆浴場としての機能も発揮してもらうということに

ついては、今のところ考えておりませんし、考えていないということであります。

丹羽議員、今の御答弁でよろしいですか。○議長（渡邊政 君）

丹羽議員。

よくわかりました。私方は、安いところを選びながら、入ってく○７番（丹羽勝夫君）

ださいということになろうかなと思います。

続きまして、次の質問に入らさせていただきます。

入湯税課税免除の基準内容についてお尋ねいたします。

このことも以前に質問させていただきました。課税免除基準年齢１２歳未満の者となっ

ておりますが、納税能力のない学生等に、入湯税が課せられていることに疑問を感じま

す。特に、修学旅行の学生に対する基準を見直す必要を感じます。

それから、高齢者についても日帰り入浴・宿泊に対する課税免除の適用、障がい者の障

がい程度を明記して、課税免除対象とすること。

以上の３点に対する検討の進行状況をお知らせ願いますという質問です。簡単に、通告

してありますのでお願いしたいなと思います。
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総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

御質問の免除の基準内容でございますけれども、現在は、年齢１２歳未満の方と、共同

浴場、または公衆浴場に入湯する方について、入湯税を課さないと規定をしております。

３月定例会で改正していただきました税率の改正の内容につきましては、他の自治体での

これらの免除基準も参考に改正させていただいたところでございまして、今すぐに減免規

定を見直する環境にはないということで判断をしているところでございます。しかしなが

ら、今後も必要に応じて検討は進めてまいりたいと考えております。

なお、高齢者、障がい者等についての減免規定につきましては、福祉入浴券の給付事業

により、福祉政策として実施をしております。修学旅行の積極的な誘致の動き等を見なが

ら、補完的な政策として税の減免の必要性が出てきた場合には、これらも合わせて検討を

してまいりたいと考えております。しかしながら、現在のところ新たに減免規定を加える

ことは考えておりませんので、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

必要に応じて出てくれば、再度検討したいということかなと思い○７番（丹羽勝夫君）

ます。ぜひ問題が出てきたときには、早い速急なる手当てをお願いしたいなと思います。

それでは、大きな三つ目の質問に入らさせていただきます。

郊楽苑に対しましては、民間でどなたも受けていただけなかった郊楽苑を借り受けてい

ただき、喜んでいる１人でございます。入浴料税込み６００円のことを除きましては、町

内外者に大きな貢献をされ、頑張っておられることに敬意を表したいと思っています。

その郊楽苑と町の賃貸契約内容が少し間違えると、競合する既存のホテル・旅館の経営

方針等に与える影響が大きいものがあります。そういうところが懸念されるところでござ

います。こんなことを念頭に置き、２点の質問をさせていただきます。

１点目は、温泉設備の改修工事が必要ということで３,５００万円を計上いたしました

が、大変大きな数字ですので、前回は３,５００万円の内容についてお尋ねいたしました

が、調査委託段階ということでした。当初、調査に必要な予算要求でよいものを１度に

３,５００万円だったのは、何か数字的根拠でもあったのでしょうか。調査委託費、その

他の内容と、工事の進行状況をお知らせ願いたいと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

丹羽議員の御質問にお答えしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

郊楽苑の改修についてでございますけれども、保守や管理の点検業者から、地下ピット

内の給・排水、給湯、ガス等の配管類が経年劣化や腐食、さびコブの発生等の懸念から、

改修工事の必要性を指摘されていたところでございます。改修対策として、３,５００万

円を平成２２年２月の臨時議会において、国の臨時交付金事業として議決をいただいたと

ころでございます。

さきの臨時会でも説明しておりましたが、地元経済の活性化や雇用の促進などにもつな

がる国の経済対策の臨時交付金事業として計画したところでありまして、郊楽苑の配管改

修に関しては、地下配管ピット内を全面改修すると、多額の経費がかかるようなこともあ

りまして、必要最小限の配管を改修したいというふうに考えておりました。

改修必要箇所を決定する調査設計費分と合わせて、また、臨時交付金事業採択の時間等

の関係から、改修内容等の調査が未了でありました。そのため、工事費や委託料の算定仕
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分けが間に合わないということがございまして、非常に急いでいたということもありまし

て、こういった国の経済対策もあったということで、急遽この対策でやろうということ

で、そういったことで一括計上させていただきました。

予算計上に当たっては事業内容を精査し、適切な予算科目で計上するよう常日ごろ努め

ておりますけれども、こんなような状況がございましたので、事情御賢察の上、御理解を

いただきたい、そういうふうに思っております。

なお、今回の調査等の設計段階では、図面等から改修対象数量をもとに、想定する配管

の改修必要経費を試算して、これにより調査設計委託料を決定し、そして調査をし、工

事・調査をすべく委託料を決定し、これの委託料については工事費から対応させていただ

いたというのが中身でございます。

また、この工事の進行状況でございますけれども、調査設計が終わり、去る９月９日に

改修工事の入札執行が終わっておるところでございますけれども、まだ実質的には工事に

は着手しておりません。そういうような状況でございます。

以上でございます。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

急いでいたのでということで、一括３,５００万円の要求を取っ○７番（丹羽勝夫君）

たということですが、あと、工事をしなければならないという指摘があったということ

は、どこから指摘があったのか。あと、調査費は幾らだったのかということに、委託調査

ですね、工事と一括でということですけれども、これは調査委託費は別個に金額は出せる

のですかね。もし、出せるということであれば、お知らせ願いたいなと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

お答えしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

どこから指摘があったのかということでございますが、これは保守点検業者からの指摘

でございます。それから、委託料につきましては１７３万２,５００円で契約を結んでお

ります。

以上でございます。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

事業としては、１件にかかわる金額としては大きい金額かなと○７番（丹羽勝夫君）

思っておりますので、９月９日に行われた入札ですか、これは入札が行われて全体の金額

は出されたのでしょうか。そして、例えば、納期的なものもあれば、そこら辺もわかれば

お聞きしたいなと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたしたいと思います。○産業振興部長（飯島孝二君）

先ほど言いましたように、設計が終わって工事を発注したということで、この契約がな

されておりますので、この金額につきましては管の改修工事で２,７７２万円という契約

内容になっております。工期につきましては、郊楽苑、とりあえず町としての工期は１２

月１０日ぐらいを見込んでおりますけれども、ただ、これはあくまで営業していたり何か

しておりますので、これはまだ工事を着手していないということは、今後、株式会社郊楽

苑側と十分その辺の営業の関係と照らし合わせながら、よく相談して行っていきたいと思

います。

逆に言えば、中途で工期の延長も考えられるのかなと、そんなような想定もしながら郊

楽苑側と話をしていたきたいと思っています。こちらの都合でいけば、１２月ぐらいで終
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われれば、一番短期間で終われていいのかなと思っています。

以上、そんなような状況です。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

２,７００何十万円ということになりますと、今、配管なんかは○７番（丹羽勝夫君）

郊楽苑の場合は建物の中を配管しているわけですけれども、これはまた同じように建物の

中につくるものなのか、外配管になるものなのか、その辺教えていただければなと思いま

す。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

その辺につきましては、担当課長のほうが詳しいので、○産業振興部長（飯島孝二君）

担当課長のほうから説明させていただきます。

商工観光課長。○議長（渡邊政 君）

今の御質問について簡単に説明いたします。○商工観光課長（岡田一芳君）

既存の配管自体は、ピット内配管を主となっておりますが、それを新たに全面改修をす

ると多額の費用がかかるという想定のもとで、基本的に調査をした不良の配管そのものを

抜管調査をした箇所なのですけれども、それを改修をするという想定で今契約されており

ます。

以上です。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

はい、わかりました。○７番（丹羽勝夫君）

時間がありませんので、次の質問に入らさせていただきます。

さきの質問にもちょっと関係してきますが、賃貸契約時の現状維持の範囲の内容をお知

らせ願います。現状維持でという契約でなされたかなと思いますが、例えば、時間があり

ませんので野外ステージ、何ですかあそこは、グリーン広場だとか、バーベキューハウス

だとかそういうものは契約上、どのように扱われていたかということをお聞きしたいなと

思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

まず、グリーン広場といいますか、あそこに舞台がある○産業振興部長（飯島孝二君）

そういったところでございますが、これは町の直営で管理をしております。これについて

は、当然、町の管理下でありますので、これは一緒に貸し付けしておりませんので、これ

は町で今後、必要があるものについては補修をしたり、あるいはあそこの草刈りとかそう

いったものはしていきたいというふうに思っています。

それと、バーベキューハウスにつきましては、これは町の持ち物でございませんので、

あれについては郊楽苑のほうでお使いになっているということで、あの部分については町

は直に携わらず、郊楽苑側がもし補修だとか建てかえとかいうようなことが生じれば、こ

れは株式会社郊楽苑でやるようになっております。

以上でございます。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

それであれば、例えばグリーン広場なんかは、郊楽苑以外で町民○７番（丹羽勝夫君）

で何かに使いたいという場合は、町側に行けば借りられるのか、郊楽苑へ行かなければだ

めなのか。

それともう一つ、バーベキューハウス、これは契約上どういうふうになっているかわか

りませんけれども、例えば、土地の問題だとかそういうものは、きっちりと契約の中であ
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の場所はなされているのか。それから、契約した後に建物が増設されている場所なんかが

あります。その場所なんかはどういうふうに契約されているのか、ちょっとお聞きしたい

なと思います。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

先ほど、バーベキューハウスの話ししましたけれども、○産業振興部長（飯島孝二君）

うちの貸付対象物件に入っております。しかし、バーベキューハウスについては、株式会

社郊楽苑のほうで何かあったときは対応してくださいということでお話ししております。

それと、今現在、新しく建った土地については、貸し付けの土地の中に入っている土地

です。

もう一つ、グリーン広場の関係でございます。これは当然、どなたか町民の皆さんが使

うということであれば、我々のほうに申請をいただければ、あいていればいつでもお貸し

申しますし、また、有料でやる場合は、料金もいただくようなシステムになっておりま

す。ただ、減免措置とかいろいろなこともありますので、その使途によっていろいろかと

思います。

以上でございます。

丹羽議員。○議長（渡邊政 君）

例えば、ということはバーベキューハウスなんかは民間でちょっ○７番（丹羽勝夫君）

とお借りしたいなというときは、契約上、郊楽苑になっているわけですから、郊楽苑のほ

うにお願いしながら使わさせてもらうということになるのでしょうか。

産業振興部長。○議長（渡邊政 君）

先ほども言ったように、バーベキューハウスも貸借物件○産業振興部長（飯島孝二君）

になっています。ということは、株式会社郊楽苑が経営をしておりますので、これは株式

会社郊楽苑のほうへお使いになるなら申し出て、当然、料金も取られます。普通と同じよ

うに、普通の焼き肉コーナーとして、郊楽苑が運営しているということでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

丹羽議員、時間がありませんがよろしいですか。○議長（渡邊政 君）

はい。よろしいです。○７番（丹羽勝夫君）

それでは、以上をもちまして、丹羽勝夫議員の一般質問を終了い○議長（渡邊政 君）

たします。

１０分間休憩いたします。

午後 ３時００分 休憩

──────────────

午後 ３時１０分 再開

休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。○議長（渡邊政 君）

それでは次に、５番瀧川榮子議員、質問者席にお着きください。

なお、質問は、一問一答方式でございます。

通告に従いまして、質問させていただきます。○５番（瀧川榮子君）

まず、一つ目として、別海病院におけるソーシャルワーカーの必要性についてです。

今、建設中の病院には、相談室が図面上で配置されました。現在、別海病院では特定の

相談室はなく、入院のしおりに「医療費に関して相談がある方は事務所までお尋ねくださ

い」と記入があるのみです。住民が相談したいことは、医療費だけではありません。「相

談したいことがあるが、どこに行けばいいのかわからない」という方がおられます。不安
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な気持ちで通院や入院をしている患者の皆さんや御家族のことを考えると、安心して時間

を気にすることなく相談できる場が重要であると考え質問いたします。

一つ目として、現在、病院で医療や福祉・介護などについての相談は、どの部署で受け

持っていますか。

病院事務長。○議長（渡邊政 君）

瀧川議員の質問にお答えいたします。○病院事務長（真籠 毅君）

患者さんやその御家族からの相談については、どの部署で受け持っているかという御質

問でございますが、当別海病院では地域唯一の病院として、気軽に何でも相談できる病院

を目指して診療を行っております。現状では、外来患者さんからの各種相談につきまして

は、各外来診療科に配置されております事務担当のクラークとも言うのですけれども、そ

ういった担当ですとか、看護師・ドクターなどがそれぞれの場面で、どのような相談に対

しても院内で、連携をとりながら対応しているところでございます。

また、患者さんと相談内容によりまして、必要に応じて地域包括支援センターや保健セ

ンター、福祉関係担当等への連絡など、他部局とも連携をとりながら対応しているところ

でございます。

また、入院患者さんの転院時の調整ですとか、退院時における連絡調整につきまして

も、病棟の担当ドクターや看護師、各師長や総師長などが中心となって行っている状況で

ございます。

以上です。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

そのようにして、必要に応じていろいろなところと連携をとって○５番（瀧川榮子君）

相談業務をしているということなのですけれども、その中には医師とか看護師も入ってい

るということで、大変な忙しい中でそういう業務も受け持っておられるのだなということ

を今の回答の中から感じました。

二つ目として、医療の高度化、高齢化などによる対応の増加、そして多剤耐性菌など報

道にあるように、医療現場での危機管理再検討など、現在ある各専門分野での仕事がふえ

ると考えますが、いかがですか。

病院事務長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたします。○病院事務長（真籠 毅君）

医療の高度化、高齢化、危機管理等、各専門分野での仕事が今後ふえるかとの御質問で

ございますけれども、本院は高度医療機関という位置づけではございませんので、地域に

おける１次医療機関としての役割を十分果たすことが必要であると考えております。さら

に、予防医療を推進すること、それから町民に対して気軽に相談に乗ることができる病院

にすることが、一番のいわゆる専門分野であると考えております。そのような意味では、

今後、本院が目的を果たすための仕事、あるいは業務については、必然的にふえてくるこ

とになると考えております。

以上です。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

専門分野での仕事が、確実にふえていくということなのですけれ○５番（瀧川榮子君）

ども、医師も看護師もずっと不足のままの状態でいるということで、このままでいけば相

談業務についても、本当に相談したいときに相談したい人がいないというような現状も起

きてくるのではないかなと思いますし、現に住民の中には、「本当に相談したいのだけれ
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ども、忙しそうで、相談なんてなかなかできそうにもないのだよね」というようなことが

あります。この不足という状況が、この相談業務に与える影響、今後考えられるでしょう

か。

病院事務長。○議長（渡邊政 君）

お答えいたします。○病院事務長（真籠 毅君）

本院のような小規模な病院では、職員一人一人が患者さんや御家族の方に相談に乗る意

識を持つこと、それから適材部署との連携やスムーズな連絡体制をとることが、基本的に

必要なことと考えております。ただ、今、議員がおっしゃいますように、人手が足りない

というのも事実な現状ではあります。さらに、今後におきましても、もっときめ細かな福

祉行政が進められて、医療ですとか保健・福祉分野が連携した取り組みというのが、今

後、さらに広がることが予想されますし、２次医療・３次医療機関との連携・強化も予測

されます。その際には、通常業務に影響が出る可能性も十分あります。専門的な総合的な

相談窓口を設ける、いわゆるメディカルソーシャルワーカーという位置づけになると思う

のですけれども、そういったとこで各種問題点、あるは相談内容の集約化を図る、あるい

は関係機関との調整を行うことにより、業務がスムーズに効率よく進められていく可能性

は高いというふうに考えております。

以上です。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

現在ですと、職員一人一人、適材適所で相談に乗るということで○５番（瀧川榮子君）

すけれども、職員の中には必要以上に分野に入っていけない、相談を受けることができな

い、相談を受けたいと思っても、自分の相談分野の範囲ではないというようなこともあっ

て、やはり本当に必要なところで、必要な相談する人がいるということは大事なことだと

思うのですけれども、それはさておきですね。病院の中で、管理・監督する人の指導のも

とでソーシャルワーカーが、自分の仕事の分野で相談業務を行っていくということの範囲

は、本当に広いものであると考えています。働いている職員の相談も含めて、相談に乗る

ということなのですけれども、病院としてはソーシャルワーカーの必要性ということにつ

いて、今後、導入していくというような考えがあるのかどうか、まずそこら辺のところを

お聞きしたいと思います。

病院事務長。○議長（渡邊政 君）

新町立別海病院の建設基本計画がございますけれども、そ○病院事務長（真籠 毅君）

の中では、「メディカルソーシャルワーカーを配置して、外来患者・家族に対して医療相

談等を行うことを検討します」と実はなってございます。現状では、専門的なソーシャル

ワーカーは、比較的大きな規模の病院ですとか、中核となる病院で主に配置されておりま

すけれども、本院のような規模の病院で患者さんなどからの相談ですとか、件数、社会的

なニーズの変化など、詳しく調査を進めていった中で、今後、必要と結論づけられました

ら、そういったところについては積極的な配置も含めて、視野に入れて検討してまいりた

いというふうには考えております。

以上です。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

済みませんでした。基本計画のところ見たり、基本理念のところ○５番（瀧川榮子君）

を見たり、いろいろなところ目を通してきたのですけれども、メディカルソーシャルワー

カーを導入するというところを見つけることができていませんでした。
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それがメディカルソーシャルワーカーを導入する、いろいろなことを検討しながら導入

していくという方向性というのも出ているということですので、ぜひ医療のソーシャル

ワーカーが専門的に看護師ではなくて、後期高齢者医療制度の分野では診療報酬の点数を

入れるのに、看護師でもいいというところも出ているのですけれども、社会福祉士とか本

当に専門のことを学んできた高度な情報を持った人がいるのと違って、看護師ではなかな

かそこまではいかない。ただ、自分の専門分野のことしかわからないということもありま

すので、ぜひハード面だけでなくて、ソフト面でも充実することが大切ですし、専門ス

タッフというのは、新しい病院では医療面だけではなくて、側面から患者さんや家族を支

えていくということも本当に大切だと思います。

そういうふうにして、ソーシャルワーカーさんを導入するということで、今まで聞けな

かった情報もソーシャルワーカーさんのほうには家族や患者さんから入って、病院の改善

につながっていく、内容改善につながっていくという面も多々あると思いますので、ぜひ

重要事項として検討していただきたいと思います。

次の質問に移ります。

別海町自治基本条例（仮称）策定についてです。

ことし３月の定例議会において、町長は行政執行方針で、平成２２年には行政運営の基

本原則や、自治推進のための基本理念を定める別海町自治基本条例（仮称）を町民の皆様

とともに制定したいと述べ、準備に取りかかることになりました。

別海町自治基本条例職員研修研究プロジェクトチーム会議も開始され、講師を招いての

研修会を含めて、短期集中と言ってよい１カ月の期間に、プロジェクトチームによる自治

基本条例の素案ができたと聞きました。この素案を土台に、みんなでつくる自治基本条例

検討委員会が、内容をさらにこれからの別海町を見据えて協議・検討し、内容を深めてい

くことになると考えます。

そこで質問いたします。一つ目として、短期集中で行われたプロジェクトチームによる

素案づくりは、非常に短時間でつくりあげられたと感じていますが、十分な協議の時間が

あったかについてお聞きします。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

職員研究プロジェクトチームにつきましては、役場内各部署から選出した１６名で構成

をいたしました。８月６日から２７日までの１６日間で、２班に分けまして１３回開催を

しております。延べ時間で約３０時間以上の時間を費やしながら、検討を進めてまいりま

した。事務局としての素案があったとはいえ、短い時間での通常業務に支障のない範囲で

の素案づくりにつきましては、プロジェクトチームの職員の皆さんに大変苦労をかけたと

思っておりますけれども、十分協議はされたと考えております。

条例の中には、先ほど佐藤 雄議員の質問に町長からお答えをしておりますが、見直し

を行う条項を明記するよう考えておりますので、実態とそぐわないとか、あるいは変更し

たほうがいいなどの意見が出てきた場合には、見直しを検討する部分も明記しながら、制

定後も柔軟に対応していくことといたしたいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

インターネットの中から、プロジェクトチームがずっと行ってき○５番（瀧川榮子君）

た検討内容ですか、それを順を追って見せていただくことができましたけれども、この自
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治基本条例つくるに当たっては、広報とかホームページを使ってこの検討状況、皆さんに

お知らせするということで内容見ていきました。

ですけれども、多分、この３０時間をかけられたということで、膨大な時間をかけられ

たと思うのですけれども、一般町民に身近に感じられる内容、条文がどんなふうになって

いるのかというようなことが全くわからなくて、プロジェクトチームが検討するたたき台

になった条例案ですか、それもあると思うのですけれども、何もなくてただこんなことを

していますということの内容ですので、住民にとっては全く見えないに等しいものである

というふうにして思いました。

この中では、別海町としてどうあるべき、どうすべき、別海町としてふさわしい表現の

検討などというふうにして文字は載っていて、それは本当に大変大切なことだと思うので

すけれども、住民にとって内容が見えてこないということなのですけれども、この内容を

見えるように、もう少し内容が見えるようにならないかなというのがあるのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

条例の制定までの時間、あるいは素案づくりまでの時間が長○総務部長（小守 正君）

いか短いか、これらの議論はあると思いますけれども、全国でも１４８の自治体で、ある

いは道内でも４２の市町村で、既に条例が施行されております。こういうものを貴重な資

料等もありますので、これらの先進自治体の条例等を参考にしながら、素案がまとめられ

たところでございます。

これから検討委員会、これは町民の皆様方に参加していただく検討委員会でございます

が、こちらを設置しながら、そして地域説明会やパブリックコメントを実施しながら、本

当の意味での条例づくりを進めていくことになります。まだ、素案の段階でございまし

て、これから町民の皆さんにお知らせしていく、議会のほうも含めまして、これから町民

の皆さんに、その素案も含めてお知らせをしていくような状況になりますので御理解をい

ただきたいと思います。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

その素案を住民に知らせていくということで、私は本当にしつこ○５番（瀧川榮子君）

いぐらい何回もホームページを開いてみて、きょうは出てないか、きょうは出てないかと

思って開いてみました。ですけれども、素案が出ていません。ですので、この素案という

のは、いろいろ練り直されて変化していくというふうには思うのですけれども、練り直さ

れる段階というのも住民にとっては、こういうことがあるからこんなふうにして練り直さ

れたのだということで、さらに身近なものになっていくのではないかなと思うのですけれ

ども、公表していくということなのですけれども、その公表の段階というのはどれぐらい

を考えておられるのか、お聞きしたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

現在のところ、議会のほうにも自治基本条例の全体のスケ○総務部長（小守 正君）

ジュール等説明はしていると思いますけれども、今後、広報・ホームページ等で策定状況

の周知を逐次、実施していきたいというふうに考えております。９月、１０月、１１月、

１２月、１月、２月、３月、最終的な条例の案の決定まで、その都度、広報・ホームペー

ジ等で策定状況の周知を進めたいということで考えております。

以上です。

もう１回、補足を総務部長。○議長（渡邊政 君）
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素案の部分につきましては、議会のほうからも議会に関する○総務部長（小守 正君）

部分ということで、議会のほうにお願いしていた部分が参りましたので、それと合わせ

て、まだ素案全体的な部分できておりませんでしたので、それを合体させた部分の全体的

な素案は、議員の皆さん方にもまだお知らせはしておりません。それらも含めて時期を見

て、できるだけ早い時期にホームページ等でお知らせをしたいと考えております。

瀧川議員。○総務部長（小守 正君）

住民もこの条例を自分たちの責任とか役割とか、いろいろなもの○５番（瀧川榮子君）

を持って当たっていかなければならないということの中で、議員も一緒になってこの条例

の中にある前文から最高規範まで早く見て、内容的にどんなことが書いてあるのかという

ことも、住民の人と一緒に話し合うということが大変必要になってきていると考えます。

住民の人も自分たちのものとしていくためには、早い情報が必要であるというふうに考え

ますので、ぜひ一日も早いたたき台としてつくりあげた素案というものを載せていただき

たいというのと、私は、ホームページでまだかまだかと思って見ていたのですけれども、

ホームページというのは、それを開く人だけにしか情報としては入ってきません。ですの

で、ホームページを開かない人にとっても見られるような情報源というのを、余り長い条

文ではないと思うのですね、全体を合わせても。ですので、ぜひ皆さんが目を通すことの

できるものにしていただきたいと思います。

それで、基本条例策定のための全体スケジュールでは、公募、団体推薦と職員で構成さ

れるということで公募はされたのですけれども、３名しか公募はなかったということでし

た。この公募の人数というのは佐藤さんも聞かれたのですけれども、このままの人数でい

くのか、団体推薦というのは多分決まっていると思うのですけれども、公募というのはこ

のままの人数でいくのか、１０人なのに３人しか応募しなかったということで、それとい

うのはちょっと不備があるのではないかなと思うのですけれども、この点についてお聞き

します。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたします。○総務部長（小守 正君）

公募して３名応募がありました。これについては町のほうで公募して、町民の皆さん協

力していただけると、条例づくりに協力していただけると、自主的に手を挙げていただい

た方が３名しかいなかったということでございまして、そのほかに産業経済団体から８

名、それから青年・女性関係から９名、教育・文化・スポーツ関係から５名、それから民

生町づくり関係団体から５名、町内会から９名、合わせて３６名程度の町民の皆さん方協

力を得ながら、条例を制定していきたいということで考えておりますので、町として公募

した方が３名しかいないから、どうこうという考え方持っておりません。集まった中で協

力をし合いながら、作成に向けて対応していきたいと考えております。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

公募された方が３名しかいないけれども、青年や女性やスポー○５番（瀧川榮子君）

ツ・町内会と幅広く団体の推薦ではあっても住民である、町民であるということで押さえ

ておられると思いました。人数的にも、まずまずたくさんの方が参加してくださるという

ことで、ほかの自治基本条例をつくっている自治体よりは、人数的にもしかすれば多いの

ではないかなということを感じています。ぜひしっかりとしていただきたいと思うのです

けれども、議論を交わすという時間が検討スケジュール的に３回というふうにしてなって

います。皆さんどういうのか、職員の方で、たたき台としてつくられた素案ですね。まず
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初めに、基本としてつくられたのを職員の人が、それをたたき台にしてつくった素案とい

うのが今あると思うのですけれども、それというのは、職員の皆さんがつくったのは、皆

さんにわかりやすく町民目線で、あいまいな言葉を使わなくてシンプルにということで、

大変わかりやすいものができているのだろうなとは思うのですけれども、内容的にかなり

わかりやすいと言っても、内容的には意味深いものがあると思うのですね。検討スケ

ジュールは３回というふうになっていますけれども、私は一つの言葉でつまずいて、かな

りたくさんの時間を費やして、やっと一つの言葉がわかったというようなことがありまし

た。

この３回という検討スケジュールというのは、本当に１０章まで前文から最高規範まで

入れると１２になるのですけれども、これについて短いというふうにして考えるのですけ

れども、そのところについては、先ほど、もし回数が少なければもう少し検討する必要が

あるということだったのですけれども、ちょっと詳しくお知らせいただきたいと思いま

す。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

スケジュールの中に載っておりますけれども、検討委員会の開催の関係でございます。

９月、１０月、１２月、この３回程度を予定して、この中で自治基本条例の制定について

検討をしていくとしております。ただ、この３回というのは、３回で終わるということで

はございません。９月に計画した検討委員会につきましては、９月の中で１回で終わるの

ではなくて、今のところ大体６回程度ということで考えております。また、１０月、１２

月にも検討ということで予定をしておりますけれども、これらにつきましても今後の推移

を見ながら、検討回数を決定していくこととしております。時期的に３回ということで、

検討会議の開催回数とは別であることを御理解をいただきたいと思います。この３回の月

で、大体１回その一月に６回程度を開催していたきたいということで考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

募集要項の中で、みんなでつくる自治基本条例検討委員会の中○５番（瀧川榮子君）

で、大体２回から３回ぐらいですよというようなことがありましたし、私たちがもらった

資料の中でも大体３回ぐらいということだったので、そうかなと思っていたのですけれど

も、一月の間に何回も開いていただくということとか、それから団体の人とかがいろいろ

入るということで、２０年の５月に団体アンケートを取ったそういうふうな中からも十分

に論議されるのかなと思いますので、ぜひ皆さんで話し合いをしていただきたいと思いま

す。

三つ目として、町民に対して、広報やホームページで作成状況の周知を行い、意見を求

めるとしています。広報やホームページでは中身が見えず、意見を述べるには情報不足で

なると考えます。みんなでつくる自治基本条例検討委員会の公開が望まれますが、いかが

でしょうか。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

検討委員会の傍聴の関係でお答えをしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

先ほどの質問にお答えいたしましたように、検討委員会は時期的に３回程度を予定して

おります。検討会議については、先ほども説明いたしましたが６回程度、それ以降は時期

を見ながら検討していきたいということでございます。今後の推移見ながら決定したいと
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考えておりますし、全体で何度の会議になるか、これについても検討会議の推移を見ない

とわかりません。また、今後のスケジュールの中でも検討委員会で検討した後、役場内の

協議、それから議会との協議等踏まえ、１１月には地域説明会を町内３カ所で実施するよ

う計画をしております。

御質問の検討委員会での傍聴につきましては、検討会議で検討された内容が決定事項で

はないことはもちろんですが、役場内の協議がされていないこと、議会への協議等がなさ

れていないこと等を考慮いたしまして、現在のところ町民の皆様方が傍聴することまでは

考えておりません。

検討内容等につきましては、先ほど申し上げましたとおり、町内３カ所で開催を予定し

ております地域説明会に出席をいただくか、あるいは町のホームページ等でお知らせする

ことも考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

私、何回も言うのですけれども、この素案というのを見れていま○５番（瀧川榮子君）

せん。どんなものがつくられているのだろうということで興味津々というのもあります。

住民とすれば、知らないところでつくられていく、町民の役割や責任は、それは私たちに

どんなふうにかかってくるのとか、不安などもあると思います。

この検討委員会というのが、公開ないということの御説明がありました。地域の説明会

が１１月にあるということで、それが３回行われるということです。本当に公開とか傍聴

とか、そういうことがないということであれば、公開があっても必要だと思うのは、地域

３カ所というのではなくて、もっとたくさんのところで必要ではないかなというふうに思

います。

時間帯も昼と夜というふうにして取るなど、１次産業の人とか、それから一般の職場で

働いている人なら日中は行けない、酪農している人ならどうなのだろうということで、時

間帯を考慮していただきたいですし、それから説明会に本当にトップの人たちばかりが行

くというのではなくて、検討委員会の人たちが加わった職員のプロジェクトチームの人た

ちなどが、説明に加わってもいいのではないかと思うのですね。作成に十分かかわってき

ているということの中で、住民の思いは伝わるし、それから小さい説明会のほうが、住民

の思いを聞きやすいということもあるのではないかと思います。

別海町は本当に広いですので、尾岱沼と西春と別海でしましたと言われても、自分たち

のところとは、全く関係のないところで開かれているというふうにして感じている住民は

たくさんいますし、それからいろいろな説明会とかがあっても、そんな時間には行けな

い、それでいいと思っているのだろうかというような声も聞かれますので、時間帯を別

枠、夜とか昼とか、それから地域を広げるとか、そういうこと必要だと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

先ほどの自治基本条例の検討委員会の開催でございますが、この中には職員プロジェク

トチームのメンバーも入っております。そのようなことから、プロジェクトチームの職員

も一緒になってということになりますので、御理解をいただきたいと思います。

また、会議の時間帯の関係、説明会も含めてでございますが、現在、この検討委員会の

会議の開催の時間帯については、それぞれ今、各団体のほうから推薦いただいている方も

おりますし、きょうも何名かの方上がってきています。その集まった方々にアンケート調



─ 52 ─

査を行いながら、どの時間が皆さん集まりやすいか、そういうことも調査しながら時間帯

を設定していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

失礼いたしました。答弁が漏れていたようでございます。○総務部長（小守 正君）

地域説明会の関係につきましては、現在のところなかなか難しいかなということで考え

ております。３カ所以外に、またふやすということになりますと時間的な余裕等もありま

すので、できれば３拠点のところに皆さんお集まりをいただければ幸いということで、事

務局のほうで考えているところでございます。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

説明会を開くための時間帯のアンケート、これは委員会の委員さ○５番（瀧川榮子君）

んに出されたものということですね。これは主役は委員会です。住民ではありません。こ

ういうふうにして自治体の憲法というものをつくっていこうとするときに、やはり住民と

いうのは大切な位置を占めると思うのですね。ですので、委員会の委員さんの意向だけ

で、住民もそれと同じというわけにはいかないと思います。

それとどういうのかな、憲法をつくるということで話し合いが必要ですよと。この憲法

というのは、つくるのが自分たちの地域でも声が上がったのだよということの中で、住民

の話題にもつながるし、意識もそこに向いていくというふうにして思うのですね。自分た

ちが参加して、練り上げられた自治基本条例を認識するということは、本当に大切なこと

で、それから町民は動き始めることができると思うのです。

ですので、やはり時間がないからということではなくて、ここのところは一踏ん張り

で、本当にこれを住民のものにしていくためには、説明する時間というものが大切だと思

います。私たちは、今のところ内容が見えないために、話しようも何もないということな

のですけれども、内容は本当に多岐にわたっていますし、細かい説明というのが必要だと

思いますが、再検討ということはありますでしょうか。

町長。○議長（渡邊政 君）

住民の説明会のことにつきましては、瀧川議員のおっしゃことも○町長（水沼 猛君）

十分理解できますので、今後、スケジュール的にはちょっときつい面もあるのは確かです

けれども、そういう中でなるべく住民の皆さんに御意見を伺う、また自治基本条例につい

て理解をいただくという意味においても、なるべくそういう機会をふやせるように、今

後、努力しながら検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

３カ所が４カ所になったとかそういうことではなく、ぜひ広く説○５番（瀧川榮子君）

明会をしていただきたいと思います。

四つ目に移ります。

今年度中に、自治基本条例を制定するということで動きが進んでいます。今年度中に制

定するということを目標にせず、町民の意見を聞く時間をもっと設けて、町民が自分たち

が守らなくてはならない、そしてこれからの町づくりに必要な条例と納得する時間の余裕

が必要と考えますが、いかがでしょうか。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたしたいと思います。○総務部長（小守 正君）

町では、平成２０年度に第６次総合計画、「ともにつくるべつかい創造プラン～笑顔あ
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ふれる豊かさ実感のまちべつかい」を策定いたしました。平成２１年度からスタートし、

２年が経過しようとしております。この計画では、自治の仕組みを町民の皆さんが主役と

なって実現をすることとしております。そのためには、早期に自治基本条例を制定し、第

６次別海町総合計画の達成に寄与しようとするものでございます。

また、条例の中には、つくりっぱなしとしないための検討委員会として、自治推進委員

会の設置を盛り込むとともに、条例の見直しという項目を入れ、町民・行政・議会等皆様

方で検討、見直しを進めていきながら、はぐくみ、発展させていこうと考えております。

町民の皆様方に納得してもらった上で、条例を施行することは当然でございますが、仮に

十分に納得していただけない場合があっても、今年度中の制定で終わりではなく、条例制

定後においても積極的なＰＲを行いながら、町民の皆様方から意見等をいただき、条例の

見直し等に反映させていきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

つくりぱなしにしないということで、それには住民が納得すると○５番（瀧川榮子君）

いうことが必要だと思います。来年の４月にスタートする、もしそういうことになって

も、その内容が練りに練られたものであれば住民は納得すると思うのですね。時間がない

ということで説明会もないよ、あれもない、これもないということになれば、納得する機

会が全くなくなります。ですので、時間がないということを理由にせずに、住民が納得す

る時間をつくっていただきたいということがあります。

それと、今回９月の時点で広報にこの条例について、既に条例がつくられたところで

は、見直しが行われていますということが載っていました。つくってもすぐ見直しできる

のだよと、だから早くつくってもいいのだというような、見直しについてはまずという情

報を住民に出して、つくってしまおうというふうにして考えているのではないかなと、

ちょっと勘ぐってしまったりしたのですけれども、あくまでも見直しというのは時代の変

化の中で必要とされたときに見直すということですので、今からほんの少し先のことにつ

いてまでは、きちんと見通した上で条例をつくっていくということが必要だと考えていま

す。ですので、最終的には情報を早く出してほしいということと、住民への周知・徹底の

時間、それをたくさんつくってほしいということが最終的な質問になります。

町長。○議長（渡邊政 君）

お答えを申し上げますが、いずれにいたしましてもこれからでき○町長（水沼 猛君）

れば３月の定例会で成立を目指したいということでやっておりますが、先ほども申し上げ

たとおり、６次計も２年を経過しておるし、９月から、今月からそういう形で検討委員会

等含めて出発いたしますが、その間半年近くありますので、その中で月に６回ぐらいの検

討会議をしながらやっていくということでございますので、そういう形の中で時間は十分

といいますか、我々としては何とかその中で、そんなに拙速な形につくることなく、何と

かその中でできるのではないかという思いを当然、検討委員会の会議の皆さんには大変な

御苦労をいただくことにはなりますけれども、そういうことも我々は大変そういう面では

御苦労をかけますが、しかしながらなるべく年度初めといいますか、区切りのいいところ

でこの条例をスタートさせていきたいと思いますし、また、このことについては私も実は

公約にも自治基本条例の制定をということも訴えてまいりましたので、このプロジェクト

チームができ上がる以前から町の部局については、ずっとこのことについてはいろいろな

研究もしてきたところでもありますので、今、半年間ぐらいの間でという気持ちも瀧川議
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員のほうにあるかもしれませんが、そういうことではなくて、その中でしっかり議論をで

きることを我々も期待をして、そして３月まで、今年度中に何とかいいものを別海にふさ

わしい基本条例をつくっていきたいと、そのように皆さん張り切ってやっていただいてい

るものと思っていますので、ぜひ御理解をいただければなと思っております。

また、住民の皆さんの説明とか、御意見を伺いたいということも先ほども言いましたよ

うに、できるだけ我々も努力してまいりたいと思いますし、また、これから議会の皆さん

もいろいろ内容についても、いろいろな議論がこれからされていくのだろうと思いますの

で、いろいろなところでまた御意見等いただければ我々もありがたいと思っておりますの

で、いずれにいたしましても町民の皆さん含めて、議会の皆さん含めて、行政含めて、み

んなでいわゆる住民の自治これをこれからの時代に合わせて拡充していく、そういう思い

で我々はこれを制定しようとしているところでもありますので、ぜひ御理解をいただきた

いなと思っております。

瀧川議員。○議長（渡邊政 君）

最後に一つだけ。プロジェクトチームに出される前のたたき台に○５番（瀧川榮子君）

なる素案の前のたたき台ですね、本当に一番最初に出された素案というのは、別海町の役

場の中でいろいろな経験を積んだ、自治行政に経験を積んだ人たちでつくられたと思うの

ですけれども、これはどういう人たちによってつくられたのか、そのことを最後にお聞き

します。

総務部長。○議長（渡邊政 君）

お答えをいたします。○総務部長（小守 正君）

担当している総合政策課の職員が作成したものでございます。

瀧川議員、よろしいですか。○議長（渡邊政 君）

はい。以上で終わります。○５番（瀧川榮子君）

以上をもちまして、瀧川榮子議員の一般質問を終了いたします。○議長（渡邊政 君）

──────────────────────────────────

◎散会宣告

以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。○議長（渡邊政 君）

なお、明日は本会議は休会となります。

なお、午前１０時から、各常任委員会の開催が予定されておりますので、各常任委員長

初め委員会の皆様よろしくお願いいたします。

本日は、これにて散会いたします。

皆様、御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５８分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

平成 年 月 日

署 名 者
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議 員

議 員

議 員


